
 

 

 
 
 
 
 

国際出願制度の概要
～海外で賢く特許権を取得する の仕組み～

令和 年度
＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞

代表：

国際出願の制度について （国際出願室）内線

国際出願の申請手続について（受理官庁）内線

日本への国内移行手続について （指定官庁） 内線
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（３０ヶ月）

自国特許庁
（受理官庁）

Ｃ国特許庁

Ｃ語翻訳文Ａ語翻訳文

審査

出願公告

審 査

＋国内手数料

Ｂ語翻訳文

Ｂ国特許庁

PPCCTT国国際際出出願願ににおおけけるる主主要要なな手手続続（（フフロローー））

（１２ヶ月以内）

（優先日）

（１８ヶ月）

各指定国
で審査
特許査定
権利化

出願人

国国際際調調査査
・ 先行技術調査
・ 新規性、進歩性、産業上の利用可能性の
特許性に関する国際調査機関の見解書の作成

このテキストの参照ページ

出願書類を準備して提出する P１７

出願に対する国際調査の結果を受け取る P１９

出願が国際公開される P２３

（必要に応じて）国際予備審査を請求する P２４

補正の機会（１９条補正） P２３

補正の機会（３４条補正） P２５

国内移行する国を決めて手続を行う P２７

優先権の主張の補正（補充）、追加 P２９
優先権の回復 Ｐ３０

PCT国際出願に必要な費用 P１１

明白な誤記の訂正 P３３

PPCCTTにに基基づづくく国国際際出出願願

国際調査報告

国際調査機関の見解書

特許性に関する
国際予備報告（第Ⅰ章）

補補充充国国際際調調査査（（任任意意））
追加的な先行技術調査

PCT国際出願の取下げ P３３
優先権の主張の取下げ P３３
指定国の指定の取下げ P３３

翻翻訳訳文文のの提提出出
優先日から３０ヶ月（国内移行期限）以内に

各指定国が要求する言語で
指定国特許庁へ翻訳文を提出する

各指定国の国内段階への移行

国国際際予予備備審審査査（（任任意意））
新規性、進歩性、産業上の利用可能性
についての予備的判断のための審査

特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章）
（国際予備審査報告）

国国際際公公開開

＋国内手数料

（手数料）

（手数料）

（手数料）

＋国内手数料

特許

特許

特許

パリ条約に基づく優先権を主張して
基礎出願の日から１２ヶ月以内に
PCT国際出願をすることも可能

Ａ国特許庁

補充手続 P３１

ＰＣＴ規則4.17に基づく申立て P２８

 優先権主張を伴うPCT国際出願

 国際出願手数料、送付手数料、
                調査手数料の支払い

PCT国際出願の受理日から1月

 手続補正命令への応答 補正命令の発送日から2月

 優先権証明書の提出

国際出願日から4月

 国内優先権主張の基礎とされた先の出願のみなし
 取下げを回避するための日本国指定の取下げ

　出願時（受理官庁に提出）

国際調査機関による 調査用写しの受領から3月

国際調査報告の発送日から2月

 補充国際調査の請求 （WIPO国際事務局へ請求）

 補充国際調査手数料、
    補充国際調査取扱手数料の支払い

補充国際調査請求書の受理日から1月（※2）

 補充国際調査機関による補充国際調査
 報告の作成

国際調査報告等の発送日から3月

国際予備審査請求書の提出日から1月（※3）

国際調査報告等の発送日から3月

 国際予備審査請求後の明細書・請求の
 範囲・図面の補正（34条補正）

国
内

移
行  指定国（選択国）への国内移行

その他  過誤納による手数料の返還
（特許庁に支払う手数料）

（「追加の見解書」に対して答弁書を提出する場合、提出期限は当該見解書の発送日から2月となります。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※この一覧は、優先日から12月時点で国際出願を行った場合を想定しています

国際出願日 国内移行期限
優先日 12月 16月 22月 　30月

国
際
出
願
の
出
願

優先日から12月

優先日から16月

 優先権主張の補充又は追加
優先日から16月

先の出願日から16月

申
立
て

 PCT規則4.17に基づく申立ての提出
優先日から 16月 （WIPO国際事務局へ提出）

国
際
調
査

 国際調査機関による国際調査報告及び
 国際調査機関の見解書の作成 優先日から9月

 国際調査報告受領後の請求の範囲の補正
（19条補正） 優先日から16月

国
際
予
備
審
査

 国際予備審査の請求
優先日から22月

 予備審査手数料、取扱手数料の支払い
優先日から22月

 国際予備審査請求後の答弁書の提出
 （※4） 優先日から22月

 国際予備審査機関による特許性に
 関する国際予備報告（第Ⅱ章）
 （国際予備審査報告）の作成

優先日から28月

国際予備審査の開始から6月

国際予備審査のための翻訳文の
受領から6月

補
充
国
際
調
査

（
※

）

優先日から22月

（WIPO国際事務局へ支払い）

優先日から 28月

優先日から30月

（※1）日本国特許庁は補充国際調査機関ではありません。
（※2）優先日から22月時点で補充国際調査の請求を行った場合を想定しています。
（※3）優先日から22月時点で国際予備審査の請求を行った場合を想定しています。
（※4）国際調査機関の見解書が、国際予備審査機関の「最初の見解書」と見なされる場合の答弁書の提出を想定しています。

いずれか遅い方

いずれか遅い方

いずれか遅い方
（ 国際事務局へ提出）

いずれか遅い方

いずれか遅い方

特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章）（国際
予備審査報告）の作成が開始されるまでの間

最も
遅い方

過誤納の手数料を納付した日から 年

いずれか遅い方

PPCCTT国国際際出出願願ににおおけけるる主主要要なな手手続続のの期期間間（（一一覧覧））
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■■■■ここののテテキキスストトににつついいてて■■■■  

  

このテキストは、PCT国際出願制度の概要とその手続の基礎を理解したいという方のた

めに作成されたものです。複雑な説明はできるだけ簡潔にし、PCT国際出願制度の基本を

ご理解いただくことを優先しています。 

 

巻頭の見開きを開くと、PCT国際出願における主要な手続のフローやその期間の一覧を

ご確認いただきながら、本テキストを読むことができます。 

 

また、本テキストを読む前に、スライド「3分でみる 特許協力条約（PCT）に基づく国際出

願制度の基礎」に目を通していただくと、スムーズに全体像を理解することができます。 

 

なお、本文中に数字で脚注が付されている用語については、巻末に用語解説を掲載し

ていますので適宜ご参照ください。また、本文中に「＊」が付されている用語については、参

照すべき条約・規則をページ左側に掲載しています。 

  
本テキストでPCT国際出願制度の特徴をご理解いただいた上で、さらに具体的な手続

や書類の作成方法等について知りたい方は、テキスト『特許協力条約（PCT）に基づく国際

出願の手続』もご参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/tokkyo_jyouyaku-jitumu.html 
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特許協力条約（ ）とは
・グローバルに増加する特許出願に対する出願人及び特許庁の双方の負担を背景に生まれた、特許
の分野における国際的な協力についての条約。 年発効、締約国 か国（ 年 月現在）。

分でみる
特許協力条約（ ）に基づく国際出願制度の基礎

海外で安心して製造販売を行うためには、現地での特許権取得やノウハウ管理といった知財戦略
が重要

①直 接 出 願 ・・・ 各国に個別に特許出願を行う
② 国際出願 ・・・ に基づいて特許出願を行う

特許権は、原則、権利取得した国でのみ保護される（属地主義）
そのため、技術・発明を守りたい国ごとに特許出願して、権利取得する必要がある
（日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効）

２つのルートの違いを理解して戦略的に海外で特許権取得

模倣品への対抗措置・・・・・・・権利がないと模倣品の流通による損害を避けられない
他社の有する権利の侵害回避・・・他社特許の調査、自らの権利取得により侵害リスクを回避
現地パートナーとの協力・・・・・現地企業に権利をライセンスして製造・販売を実施

｜海外展開に必要な知的財産戦略｜

｜海外に特許出願を行う２つの方法｜

｜特許権は権利取得した国のみで保護される｜

日 本 国 内

出願日

出 願 人

米国様式
英語

スペイン米 国 中 国

スペイン様式
スペイン語

中国様式
中国語

各 国 へ の 直 接 出 願

各国の出願様式や言語、出願方法に従って出願
出 願 人

自国 特許 庁
（受理官庁）

各国へ移行
・翻訳文の提出等

スペイン米 国 中 国

国 際 出 願

国際的に統一された一つの様式で出願

全加盟国への
出願となる

実体審査
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直接出願の特徴

・特許権を取得しようとするすべての国々の特許庁に
対し、特許出願をそれぞれ直接提出

・その際、各国の出願様式や言語、出願方法に従って
書類を準備し、提出する必要がある

・場合により現地代理人を通じる必要がある
・出願する国が少なければ問題ないが、出願したい国
が増加すると、

①手続が煩雑になる
②初期投資が拡大する

出願書類の翻訳
現地代理人費用
通信費

③準備に時間を取られると出願日が遅れてしまう
などのデメリットが生じうる

国際出願の特徴

・PCTに基づいて、国際的に統一された様式による出願
書類を1通作成し、自国の特許庁に提出することで、
PCT加盟国であるすべての国に対し、同時に出願した
ことと同じ効果を与える出願制度

・つまり、PCT国際出願に与えられた出願日（国際出願
日）は、すべてのPCT加盟国における「国内出願」の
出願日となる

・原則30月以内に権利を取得したい国に対し、翻訳文
の提出等の移行手続を行う

直接出願と 国際出願のちがい・特徴

｜直 接 出 願｜

｜ 国 際 出 願｜

出願日

出願日

出 願 人

米国様式
英語

スペイン米 国 中 国

スペイン様式
スペイン語

中国様式
中国語

各国の出願様式や言語、出願方法に従って出願

出 願 人

自国 特許 庁
（受理官庁）

各国へ移行（ 月以内）
・翻訳文の提出等

スペイン米 国 中 国

国際的に統一された一つの様式で出願

全加盟国へ
の出願となる

パリ条約に基づく優先権主張
• パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国（第一国）において特許出願した者が、その
特許出願の出願書類に記載された内容について、他のパリ条約の同盟国（第二国）に特許出
願する場合に、第二国の特許出願にかかる新規性・進歩性等の判断に関し、第一国における
出願日（優先日）に出願されたのと同様の取扱いを受ける権利のことを言います。

• パリ条約による優先権の主張を伴う出願ができる期間（優先期間）は、優先日から 月です。
• 例えば、 年 月１日に日本に特許出願し、優先権主張を伴う特許出願を米国に 年
月１日にした場合、米国の特許審査においては、日本の出願日である 年 月 日（優先
日）を基準として判断されます。

• 優先権主張は、直接出願・ 国際出願のどちらでも可能です。

国際出願のメリットについて、さらに詳しく
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国際出願の主なメリット

国際出願の費用について

出 願 人

出 願 受 理

スペイン米 国 中 国

方 式 審 査

国 際 調 査

国 際 公 開

国際事務局

日本国特許庁

月
の
猶
予
期
間

簡素な出願手続

発明を評価するための調査結果の入手

優先日から 月の猶予期間

各国へ移行
・翻訳文の提出等

※国際調査の結果を踏まえて、必要に応じて「国際予備審査」を請求することが可能です。
詳細は第 章（ ）に掲載

• 国際的に統一された出願書類を、自国の特許庁が
定める言語（日本の場合は、日本語又は英語）で
作成し、自国特許庁へ１通だけ提出すれば良い。
それにより全ての 加盟国に出願したことと同
じ効果を得られる

• パリ条約に基づく優先権主張も可能
• 国際出願に関するほとんどの手続は、自国の
言語で自国の特許庁に対して提出でき、その効果
は全ての 加盟国に及ぶため、手続が容易で効
率的

｜ 国 際 出 願 の 流 れ｜

• 全ての 国際出願は、その発明に関する先行技
術があるか否かを調査する「国際調査」の対象と
なり、特許審査官により「国際調査報告」が作成
される

• 併せて、特許性（新規性、進歩性、産業上の利用
可能性）を満たしているかの見解を示した「国際
調査機関による見解書」も作成される

• 入手した国際調査報告及び見解書は、自分の発明
を評価し、次のアクション（例えば、出願書類の
補正や国内移行するか否か）を検討する有効な材
料として活用できる

• 優先日から原則 月以内に国内移行手続（翻訳文
の提出、手数料支払い等）を行えば良い

• その 月の猶予期間を、特許性の判断や市場動向
の変化や技術の見極めなど、実際に権利を取得す
る国の選定等のために有効に活用

• 月の猶予期間中に得た国際調査の結果や技術の
見極めから特許を取得できる可能性が低いと思わ
れる国や、市場として見込めず特許を取得する必
要性が低いと思われる国に対しては、国内移行を
しないことで翻訳費等の支出を回避（中国の市場
性をみて国内移行しない等）

※
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年 月 日現在

①国際出願
手数料

国際出願の用紙の枚数が 枚ま
で 円

枚を超える用紙 枚につき 円
オンライン出願した場合の減額 円

②送付手数料 円
③調査手数料 円

※日本においては中小企業等を対象とした料金支援制度あり

英語で 国際出願する場合には、調査手数料の金額は上記と異なる
任意の手続である「国際予備審査」を請求する場合には別途費用が必要
国内段階への移行時・移行後の手続過程等において、各国の規定に基づく費用が別途必要

① 円
① 円 （ 円× 枚）
① － 円
② 円
③ 円
計 円 の手数料が必要

例えば、国際出願の用紙が 枚の日本語による 国際
出願を日本国特許庁にオンライン出願する場合

※詳細は第 章（ ～）に掲載

｜出願時に必要な つの手数料｜

日本語で日本国特許庁に 国際出願する場合に必要となる手数料は以下のとおり

国際出願をするためには、①国際出願手数料、②送付手数料、③調査手数料の支払いが必要

｜留意事項｜

国際出願時に必要な手数料

国際出願制度のユーザーの声

出典：

『 は、わが社の事業を世界中に拡大することを支える極めて有用なツールである。
当該技術に係る様々な国での特許取得の可能性に関する予備的な見解を提供するとともに、保護を求
める特定の技術に関し、戦略的な経営判断を下すための更なる時間を稼いでくれる点で、特に有益で
ある。
このように、 は、国際市場における特許取得プロセスから面倒な作業を取り除き、さらには新た
な技術に係る特許取得戦略を策定するための、計り知れないほど貴重な評価を提供する費用対効果の
良い選択肢となっている。』

『私たちは非常に多くの市場に展開しているため、 を利用している。
資金が限られるスタートアップ企業にとって、 は特許出願費用を先延ばしでき、市場を見極め、
予期せぬ技術的な問題を解決するための時間的猶予を与えてくれる優れた制度である。

がなければ、国際市場における発明の保護は、多額の初期費用がかかるリスクの高い戦略になる
だろう。』

｜米国のスタートアップ企業（ 社）｜

｜ブラジルの航空機メーカー（ 社）｜

『 』に掲載された ユーザーの声 ※原文は英語

 

第第１１章章    外外国国ににおおけけるる特特許許権権のの取取得得  ～～直直接接出出願願ととPPCCTT国国際際出出願願～～    

 第１章では、外国で特許権を取得するための２つの方法を紹介します。 

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超え

て外国まで及ぶものではありません（「属地主義*」）。すなわち、日本の特許法に

基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効であり、外国においても特許

権を取得したいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければな

りません。 

外国で特許権を取得するための出願手続には、主に2つの方法があります。

ひとつは、権利を取得したい国の特許庁に対して、出願を直接行う方法です

（「直接出願」）。もうひとつは、特許協力条約（PCT）1に従い、ひとつの出願書類

を提出することによって、PCT加盟国であるすべての国（2024年9月現在157か

国）に同時に出願したことと同じ効果を得る方法です（「PCT国際出願」）。 

■ 外国特許庁への直接出願 

外国で特許権を取得するために、その国の特許庁に対して、特許出願を直

接行うことができます。直接出願では、各々の国で定められた手続に基づき、

各々の国の様式及び言語により出願書類を作成する必要があります。また、多く

の国では、出願人が外国（例えば日本）から特許出願を行う際に、現地の代理人

を通じた手続を求めます。 

 

◆（参考）パリ条約に基づく優先権*を主張する◆ 

複数の国に直接出願する場合、それぞれ出願方法や手続の言語が異なるため、同

時に出願日を確保したい出願人にとっては負担が大きいものです。このような場合、パリ

条約に基づく優先権制度を利用すると便利です。（※） 

これは、ある国（例えば日本）で特許出願した日（「優先日」2）から12ヶ月以内に、他の

国（例えばベトナム）でも特許出願する場合に、双方の国がパリ条約の同盟国等であれ

ば、優先権を主張することにより後に出されたベトナムへの特許出願に関して優先的な

取扱いを認める制度です。 

つまり、後のベトナムへの特許出願に関する新規性や進歩性の判断の基準日等に

ついては、先の日本への特許出願の日に出願されたのと同様の取扱いを受けることがで

きます。例えば、優先日からベトナムに特許出願する日までの間に、第三者が同じ発明

を出願したとしても、ベトナムへの特許出願は不利な取扱いを受けない（つまり、当該第

三者による発明の出願をもって特許性を否定されない）こととなります。 

（※）パリ条約に基づく優先権主張は、直接出願だけでなく、後述のPCT国際出願で

も利用できます。 

* パリ条約第４条の２ 

先の出願について、パリ条

約に基づく優先権を主張し

優先日から12ヶ月以内に
出願すれば、後の出願に

おいて優先的な取扱いを

受けることができる 

ある発明に対して特許権

を付与するか否かの判断

は、属地主義のもと、各国

がそれぞれの特許法に基

づいて行う 

「直接出願」では、国毎に

定められた手続き、決めら

れた様式及び言語により、

出願書類を提出する必要

がある 

* パリ条約第４条 

外国で特許権を取得する

出願手続きには、「直接出

願」「PCT国際出願」の2種
類がある 
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第第１１章章    外外国国ににおおけけるる特特許許権権のの取取得得  ～～直直接接出出願願ととPPCCTT国国際際出出願願～～    

 第１章では、外国で特許権を取得するための２つの方法を紹介します。 

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超え

て外国まで及ぶものではありません（「属地主義*」）。すなわち、日本の特許法に

基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効であり、外国においても特許

権を取得したいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければな

りません。 

外国で特許権を取得するための出願手続には、主に2つの方法があります。

ひとつは、権利を取得したい国の特許庁に対して、出願を直接行う方法です

（「直接出願」）。もうひとつは、特許協力条約（PCT）1に従い、ひとつの出願書類

を提出することによって、PCT加盟国であるすべての国（2024年9月現在157か

国）に同時に出願したことと同じ効果を得る方法です（「PCT国際出願」）。 

■ 外国特許庁への直接出願 

外国で特許権を取得するために、その国の特許庁に対して、特許出願を直

接行うことができます。直接出願では、各々の国で定められた手続に基づき、

各々の国の様式及び言語により出願書類を作成する必要があります。また、多く

の国では、出願人が外国（例えば日本）から特許出願を行う際に、現地の代理人

を通じた手続を求めます。 

 

◆（参考）パリ条約に基づく優先権*を主張する◆ 

複数の国に直接出願する場合、それぞれ出願方法や手続の言語が異なるため、同

時に出願日を確保したい出願人にとっては負担が大きいものです。このような場合、パリ

条約に基づく優先権制度を利用すると便利です。（※） 

これは、ある国（例えば日本）で特許出願した日（「優先日」2）から12ヶ月以内に、他の

国（例えばベトナム）でも特許出願する場合に、双方の国がパリ条約の同盟国等であれ

ば、優先権を主張することにより後に出されたベトナムへの特許出願に関して優先的な

取扱いを認める制度です。 

つまり、後のベトナムへの特許出願に関する新規性や進歩性の判断の基準日等に

ついては、先の日本への特許出願の日に出願されたのと同様の取扱いを受けることがで

きます。例えば、優先日からベトナムに特許出願する日までの間に、第三者が同じ発明

を出願したとしても、ベトナムへの特許出願は不利な取扱いを受けない（つまり、当該第

三者による発明の出願をもって特許性を否定されない）こととなります。 

（※）パリ条約に基づく優先権主張は、直接出願だけでなく、後述のPCT国際出願で

も利用できます。 

* パリ条約第４条の２ 

先の出願について、パリ条

約に基づく優先権を主張し

優先日から12ヶ月以内に
出願すれば、後の出願に

おいて優先的な取扱いを

受けることができる 

ある発明に対して特許権

を付与するか否かの判断

は、属地主義のもと、各国

がそれぞれの特許法に基

づいて行う 

「直接出願」では、国毎に

定められた手続き、決めら

れた様式及び言語により、

出願書類を提出する必要

がある 

* パリ条約第４条 

外国で特許権を取得する

出願手続きには、「直接出

願」「PCT国際出願」の2種
類がある 
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出願したい国が増えるほど、直接出願にはデメリットも・・ 

経済と技術のグローバル化を背景として、多くの国で製品を販売したい、模

倣品から自社製品を保護したい、などの理由から特許を取得したい国の数は増

加する傾向にあります。発明は、先願主義のもと、一日も早く出願することが重要

ですが、特許を取得したいすべての国に対して個々に直接出願を行うことはとて

も困難です。また、多くの国に対して同日に、それぞれ異なる言語を用いて異な

る出願書類を提出することは、（パリ条約に基づく優先権主張を行うことで12ヶ月

の期間があるとしても）非常に煩雑になってしまいます。 

加えて、直接出願では、同じ発明にかかる特許出願に対して、ほぼ同じ手続

処理（書類が適式に作成されているかを確認する「方式審査」、先行技術の調査、

出願の公開など）をそれぞれの特許庁が重複して行っている状況にあります。 

このような直接出願における、①出願人にとっての手続の煩雑さと増大する

出願費用の問題、②複数の特許庁が同じ発明について類似の業務を重複して

行うことの非効率さ、に対して改善を図ったのが、本テキストでご紹介するPCT国

際出願制度です。 

PCT国際出願制度は、出
願人と特許庁にとっての

経済性と効率性を目的とし

た制度 

直接出願では、出願した

い国が増えれば増えるほ

ど、同日の出願日の確保

は困難に、かつ手続も煩

雑となる 

直接出願では、出願後の

処理を各国特許庁が重複

して行っている 

直直接接出出願願（（イイメメーージジ））  

 

■ PCT国際出願とは 

PCT国際出願では、国際的に統一された出願書類をPCT加盟国である自

国の特許庁に対して１通だけ提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内

出願」を出願したことと同じ扱い*を受けることができます。つまり、そのPCT国際

出願に与えられた出願日（国際出願日）は、すべてのPCT加盟国における「国内

出願」の出願日となります**。 

すべてのPCT国際出願は、その発明に関する先行技術があるか否かを調

査する「国際調査3*」の対象となります。この国際調査の結果は「国際調査報告4」

として出願人に提供されます。その際には、その発明が新規性、進歩性など特許

取得に必要な要件を備えているか否かについて特許審査官の見解（国際調査

機関の見解書5）も示されますので、自分の発明を評価するための有効な材料と

して利用することができます。 

さらに、出願人の希望により、特許取得のための要件について予備的な審

査（国際予備審査6**）を受けることもできます（各国が行う特許付与のための審

査ではありません）。 

PCT国際出願制度を利用することで、出願人自らが特許取得の可能性を精

査し、厳選した国においてのみ手続を係属させ、費用の効率化、適正化を図るこ

とが可能となります。 

* 条約第１１条（４） 
** 条約第１１条（３） 

すべてのPCT国際出願に
おいて、国際調査、国際予

備審査（任意）を利用する

ことができる 

PCT国際出願制度におい
て、国際出願日は各国の

出願日となる 

* 条約第１５条 

** 条約第３３条 

PPCCTT国国際際出出願願（（イイメメーージジ））  
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PCT国際出願制度における注意点！ 

PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願手続」であるため、その発明が、特

許を取得したい各国において権利を取得できるかどうかは、最終的には各国特

許庁の実体的な特許審査（実体審査）に委ねられています。 

そこで、PCT国際出願制度の最後の手続は、PCT国際出願を各国の国内手

続に係属させるための手続*となります。PCT国際出願が国内手続に係属された

後は、それぞれの国の国内法令に従って処理されます。この「各国の国内手続

に係属させる」手続を「国内移行」と呼びます。国内移行は、優先日から原則30ヶ

月までに各国が認める言語に翻訳した翻訳文7を提出することによって行います。

また、指定国8が求める場合には国内移行にかかる手数料を支払います。 

PCT国際出願制度は、同じような願書の個別の方式審査や先行技術に関す

る調査など、それぞれの国の特許庁が行っていた実体審査に至る前の諸手続を

条約により国際的に統一し、1本に「束ねた」特別な手続段階を創り上げました。

この「束ねた」手続の先には、それぞれ枝分かれした国内出願が存在するという

発想から、PCT国際出願は、「国内出願の束」と表現されることがあります。 

（１）PCT国際出願制度の成り立ち 

PCTという条約の成立が議論され始めたのは1966年です。当時、各国特許庁は、増加し続ける

特許出願に対する業務負担から処理滞貨が生じ始めていました。また、出願人も、各国に対して同

じ出願を行うことへの手続負担を感じていました。 

そのような時代背景から、多くの国々へ特許にかかる発明を出願する際の出願人の労力や費用

的な負担、かつ各国特許庁が行う手続や重複業務の負担を軽減することを目的として、1970年6月

にワシントンで採択されたのがPCTです。1978年に条約が発効し、日本は同年10月から加盟してい

ます。 

PCTは、「発明の保護のための出願並びにその出願にかかる（先行技術）調査及び（予備的な）

審査における協力」などを目的としており（条約第１条）、PCT国際出願を行った発明が各国におい

て特許を受けられるかどうかについては、各国の実体審査に委ねられています。

 

* 条約第２２条 
 条約第３９条 

PCT国際出願は、あくまで
国際的な「出願手続」であ

り、特許権を付与するもの

ではない 

特許権を付与するか否か

の判断は、国内移行後の

各国の実体審査に委ねら

れる 

 

第第２２章章    PPCCTT国国際際出出願願制制度度をを利利用用すするるメメリリッットト  

  

 第２章では、外国出願におけるよくある悩みをもとに、その解決策になり得るPCT国際出願の特徴、メリットを

紹介します。 

  

（（１１））  外外国国へへのの特特許許出出願願手手続続がが簡簡素素、、容容易易ににななりりまますす  

  

現在、10カ国に対して、7つの特許出願をそれぞれ直接出願している。しかし、現地代
理人を通じての通信や、それぞれの特許庁から要求される書類、証拠などに個別に対
応しなければならないので、手続が煩雑になっている。 
また、手続指令に対する応答期間もまちまちで期間管理が面倒だ。さらに5つの特許出
願をしたいが、このような煩雑さを何とか解消できないものか･･･ 

 

➢ PCT国際出願は、①一つの願書を、②自国の特許庁が定める言語で作成し、

③自国の特許庁に提出することによって、④その日の時点で有効なすべての

PCT加盟国に対して、⑤PCT国際出願と同日に各々の国に国内特許出願を

したことと同様の効果が得られます。 

①でいう願書は、「国際出願願書（PCT/RO/101）」と呼ばれる書類で、条約が規定する国際的に統

一された様式です。日本語様式もあり、日本国特許庁のウェブサイトからも入手できます。 

②自国の特許庁（日本国特許庁）が定める言語は、日本語と英語です（出願人は、母国語である日

本語で願書を作成・提出することができます）。 

③でいう自国の特許庁とは、PCTに加盟する各国の特許庁ですが、PCT国際出願の受理という条約

に則った機能を果たすことからPCTでは「受理官庁 9」と呼ばれます。 

また、④及び⑤で記載したように、PCT国際出願は、PCT加盟国すべてに出願したものとみなされま

す。PCT国際出願を行った時点で有効なPCT加盟国は、そのPCT国際出願が権利取得のために

今後国内移行をする可能性がある国として「指定をした国」として扱われ、指定された国々は「指定

国」と呼ばれます。さらに、指定国の特許庁は、PCT 国際出願が国内移行されたのち、条約に則って

その機能を果たすことから「指定官庁 8」と呼ばれます。

➢ PCT国際出願制度においては、出願人は、願書、明細書、請求の範囲、図面

などを受理官庁宛てに一通提出するだけで済みますが、出願後の国際段階
10の手続のほとんども自国特許庁に対して行うことができます。 

➢ また、願書に記載した事項を変更する申請も、出願人は受理官庁へ申請す

るだけで済みます（その申請をもって、国際段階においては、WIPO 国際事務

局11が記録の変更を行います）。その後、指定官庁が実体審査のために関係

書類が必要となる場合も、国際段階で提出されたものはWIPO国際事務局が

必要な書類の写しを作成し、関係する指定国からの要請に応じて送付するの

で、出願人は指定国毎に書類を提出する必要がありません。 

PCT 国際出願においては、直接出願のように出願する国それぞれに書類を作成し提出する必要が

PCT国際出願制度は多く
の外国への特許出願を簡

素化 

多くの手続先が自国特許

庁であるため、手続が容

易で効率的 

PCT国際出願制度では、
指定官庁への書類の送付

などもWIPO国際事務局
が一括して行い、出願人

の手間がない 

外国出願における

よくある悩み① 
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PCT国際出願制度では、
指定官庁への書類の送付

などもWIPO国際事務局
が一括して行い、出願人
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ありません。出願人は、受理官庁に対して一通の書類を提出することで十分です。なお、その受理官

庁は自国の特許庁ですから、言語の問題、通信費の問題を考えても効率的です。 
その後、出願人に代わりWIPO国際事務局が指定国の要請に応じて必要な書類の写しを作成し、関

係するすべての指定国へ送付します。 

➢ PCT国際出願願書の方式審査は、PCT国際出願を受理した受理官庁によっ

て国際的に統一された基準で行われます。 

いったん国際出願日が認定されたPCT国際出願は、各指定国の特許庁（指定官庁）に移行された後、

原則、書類上の適式性に関して各国の審査を再度受けることはなく、受理官庁が条約基準で行う一

回限りとなります。 

ここののよよううななケケーーススででもも・・・・・・  

  

すでに出願した国内出願を基礎として、パリ条約に基づく優先権を主張しながら、8つの

国で特許を取得したいが、優先期間の12ヶ月が終わろうとしている。このままだと英語、

仏語、韓国語、中国語への翻訳と出願書類の作成が間に合いそうにない。 

8ヶ国での現地代理人の手配もすべて完了したわけではないし･･･ 

 

➢ ビジネスの実施が不確定な場合や不測の事態が生じた緊急の場合において

は特に、優先権主張期間が満了する直前まで、権利取得の範囲や内容に関

する検討に時間を要するかもしれません。検討の結果、例えば権利を取得し

たい国が8つとなり、いざ各々の国へ直接出願しようと試みた段階では、翻訳

などの準備が間に合わないことも考えられます。このような場合、PCT国際出

願を利用すると、母国語で作成した願書を自国特許庁へ提出することにより

（※）、PCT加盟国すべて（出願したい8ヶ国を含む）で有効な出願日を確保し

つつ、翻訳文の準備や現地代理人の手配については、権利を取得したい国

へ国内移行する時（優先日から原則30ヶ月）までに行うことが可能となります

（詳細は、後述の「第2章（3）最終的に権利取得する国の決定や翻訳文の作

成に原則30ヶ月の猶予期間が得られます」参照）。 

（※）日本の場合、優先権主張の基礎となった国内出願をもとに、日本語のPCT出願

願書を作成して日本特許庁へ提出するだけなので、優先権主張期間の満了直前で

も短時間で準備が可能です。 

➢ このように、手続遂行の容易さ、効率性は、PCT国際出願制度の重要なメリッ

トのひとつです。 

優先権主張期間満了直前

に母国語での出願が可能 

PCT願書の方式審査は、
国際的な統一基準で1回

行われるのみ 

外国出願における

よくある悩み② 

 

（（２２））発発明明をを評評価価すするるたためめのの調調査査結結果果がが得得らられれまますす  

特許出願に際しては、出願コストを無駄にしないためにも、先行技術調査にかなりの労力

と費用を費やしている。特に、自前で調査資源が乏しい場合、調査を外部委託すること

もあり、費用対効果に常に敏感になっている。 

外国に直接出願するときには、まず出願し、出願日を確保することが大切なので、調査

もそこそこに出願することも多いが、何か良い方法はないものか･･･ 

  

➢ すべてのPCT国際出願は、その発明に関する先行技術があるか否かを

国際調査機関12が調査する「国際調査」の対象となります。国際調査の

結果は、「国際調査報告」として出願人に提供されます。また、国際調査

報告と同時に、その発明の特許性について特許審査官から「国際調査

機関の見解書」が示されます。さらに、2009年1月より開始された補充国

際調査13制度では、出願人の希望により、国際調査（主調査）に加え、別

の国際調査機関による調査（補充調査）を受けることができます。 

➢ さらに、PCT国際出願は、出願人の希望により、特許性を判断する際の

国際的な一定基準を発明が満たしているか否かの予備的な審査「国際

予備審査」を受けることができます。その結果は「特許性に関する国際予

備報告（第Ⅱ章）（以下、国際予備審査報告）14」として国際予備審査機

関15から出願人に提供されます。 

➢ こうして提供される特許性判断のための材料（調査結果）をもとに、自信

を持って国内移行手続を進めることもできますし、逆にその後の手続を断

念し、翻訳や国内移行手続に関する支出を抑えることもできます。また、

早めの判断により国際公開16の技術的準備の完了前にPCT国際出願を

取り下げることで、当該技術の公開を避けることも可能です。 

国際調査報告、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告は、出願人が後に権利を取得し

たい指定国に国内移行させる際の重要な判断材料となります。また、国際調査報告を受けた後

には条約第19条に基づく補正17を、国際予備審査が行われているときには条約第34条に基づく

補正18を行い、PCT国際出願が特許になる可能性を高めることもできます。ただし、これらは予

備的かつ非拘束的なものであり、特許付与のための最終的な特許性の判断は、各指定国での

実体審査に委ねられています。 

国内移行させる際の重要

な判断材料が提供される 

すべてのPCT国際出願
は、先行技術調査が国際

的な統一基準で実施され

る 

PCT国際出願制度では、
出願人の希望により予備

的な審査を国際的な統一

基準で受けることもできる 

外国出願における

よくある悩み③ 
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ありません。出願人は、受理官庁に対して一通の書類を提出することで十分です。なお、その受理官
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（（３３））最最終終的的にに権権利利取取得得すするる国国のの決決定定やや翻翻訳訳文文のの作作成成にに原原則則 3300ヶヶ月月のの猶猶予予期期間間がが得得らられれまますす  

  

バイオの特許出願を多く出願しているが、この分野の出願は、後の臨床試験に長い時間

を要することが頻繁にある。したがって、権利化のための手続は、比較的ゆっくりと進めた

い。パリ条約に基づく優先権の主張を利用して得られる優先期間（12 ヶ月）だけでは、到

底準備期間として足りないのだが･･･ 

 

➢ PCT国際出願は、国内移行手続を行うまでに優先日から原則30ヶ月の猶予

期間があります。 

➢ PCT国際出願を各指定国に国内移行させるためには、指定国が認める言語

に翻訳した翻訳文を指定官庁に提出しなければなりませんが、その期限は、

優先日から通常30ヶ月の期限が満了する前までとなっています。さらに、指

定国が求める場合には国内移行にかかる手数料（国内手数料）を支払いま

す。 

➢ その間、国際調査が行われ、国際調査報告は、PCT国際出願（明細書、請

求の範囲、図面）とともに国際的に公開（「国際公開」）されます。国際公開は、

優先日から18ヶ月を経過した後速やかに行われます。 

➢ このように、パリ条約に基づく優先期間（12 ヶ月）よりも長い時間（原則 30 ヶ

月）を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析調査、規格標準化の

ためのマーケティング活動、ライセンス交渉を行ったり、翻訳作業に多くの時

間をかけたりすることで、最終的に取得したい権利範囲を検討する時間的猶

予を持つことが可能です。 

PCT 国際出願を用いて権利を取得したい国の実体審査を受けるためには、所定の期限までにその

国の手続に係属させる「国内移行」手続が必要となります。国内移行以前の国際段階ではひとつの手

続の流れですが、国内移行後は、それが枝分かれし、それぞれの指定官庁における国内出願として

処理されていくことになります。 

国際出願日から国内移行までの期間は「国際段階」といわれ、手続は条約の拘束を受けます。他方、

国内移行した後は、「国内段階」といわれ、各国国内法令が手続を規定しています。PCT国際出願制

度では、国際段階をいかに有効に、戦略的に活用するかが制度の利便性を最大限に活用する鍵とな

ります。もちろん、国内移行期間満了（優先日から原則30ヶ月）を待たず、特定の指定国に早期に国

内移行することも可能です。 

PCT国際出願制度では、
優先日から原則30ヶ月ま

での間に、PCT国際出願
を最終的にどこの国へ国

内移行させるか否かをじっ

くり検討できる 

PCT国際出願の国内移
行には、出願の翻訳文を

提出し、国内手数料を指

定国に支払う 

外国出願における

よくある悩み④ 

 

ここののよよううななケケーーススででもも・・・・・・  

  

ハイテク関連技術に関する特許出願を多くしているが、この分野の技術は、他社の動向

に特に注意しなければならないし、また技術が陳腐化するサイクルも早いのが通常であ

る。そのような場合、特許出願にかかる初期投資は最小限に留めておきたい。権利取得

の可能性が見えてきたところで、必要な経費をかけて権利化を検討していきたいと考える

が･･･ 

 

➢ PCT国際出願制度では、優先日から原則30ヶ月の各国への国内移行手続

猶予期間を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析に費やしたり、各

国の代理人費用、各国特許庁が要求する各種手数料の支払いを先送りした

りすることが可能です。 

➢ ビジネスの進捗状況により、権利化すべき国も明確化されれば、無駄な国内

移行手続や翻訳費用の支出を回避することが可能です。 

 

 

（（４４））そそのの他他ののPPCCTT国国際際出出願願制制度度ののメメリリッットト  

 

➢ 外国への出願は、パリ条約に基づく優先権を考慮すると、優先日から12ヶ

月以内に行う必要があります。各国へ直接出願ルートで出願する場合、そ

れぞれの国の言語・手続に従わなくてはなりませんが、PCTルートでは母国

語で出願できます。つまり、出願内容の最終調整を日本語で行うことができ、

権利取得範囲のみならず、明細書における解決すべき課題と請求の範囲と

の整合性や実施例、文章構造などを十分に精査した上で、追って各国へ

の国内移行手続をすることが可能です。 

 

➢ PCT国際出願が国内移行した際、いくつかの指定国では、国内でかかる手

数料の減額対象となる可能性があります。例えば日本では、日本国特許庁

が国際調査報告を作成したPCT国際出願が日本に国内移行した場合、当

該出願にかかる審査請求手数料が約40％減額されます（国際段階での調

査結果を、国内段階での審査に利用できるため）。 

 

・ 日本国特許庁が国際調査を行った場合の審査請求手数料：83,000円＋

（請求項の数×2,400円） 

・ 日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行った場合の審査請

求手数料：124,000円＋（請求項の数×3,600円） 

 

出願にかかる初期投資を

最小化し、費用の支払い

を先送りすることが可能 

国内でかかる手数料の減

額 

日本語による出願の最終

調整の機会を確保 

外国出願における

よくある悩み⑤ 
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（（３３））最最終終的的にに権権利利取取得得すするる国国のの決決定定やや翻翻訳訳文文のの作作成成にに原原則則 3300ヶヶ月月のの猶猶予予期期間間がが得得らられれまますす  

  

バイオの特許出願を多く出願しているが、この分野の出願は、後の臨床試験に長い時間

を要することが頻繁にある。したがって、権利化のための手続は、比較的ゆっくりと進めた

い。パリ条約に基づく優先権の主張を利用して得られる優先期間（12 ヶ月）だけでは、到

底準備期間として足りないのだが･･･ 

 

➢ PCT国際出願は、国内移行手続を行うまでに優先日から原則30ヶ月の猶予

期間があります。 

➢ PCT国際出願を各指定国に国内移行させるためには、指定国が認める言語

に翻訳した翻訳文を指定官庁に提出しなければなりませんが、その期限は、

優先日から通常30ヶ月の期限が満了する前までとなっています。さらに、指

定国が求める場合には国内移行にかかる手数料（国内手数料）を支払いま

す。 

➢ その間、国際調査が行われ、国際調査報告は、PCT国際出願（明細書、請

求の範囲、図面）とともに国際的に公開（「国際公開」）されます。国際公開は、

優先日から18ヶ月を経過した後速やかに行われます。 

➢ このように、パリ条約に基づく優先期間（12 ヶ月）よりも長い時間（原則 30 ヶ

月）を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析調査、規格標準化の

ためのマーケティング活動、ライセンス交渉を行ったり、翻訳作業に多くの時

間をかけたりすることで、最終的に取得したい権利範囲を検討する時間的猶

予を持つことが可能です。 

PCT 国際出願を用いて権利を取得したい国の実体審査を受けるためには、所定の期限までにその

国の手続に係属させる「国内移行」手続が必要となります。国内移行以前の国際段階ではひとつの手

続の流れですが、国内移行後は、それが枝分かれし、それぞれの指定官庁における国内出願として

処理されていくことになります。 

国際出願日から国内移行までの期間は「国際段階」といわれ、手続は条約の拘束を受けます。他方、

国内移行した後は、「国内段階」といわれ、各国国内法令が手続を規定しています。PCT国際出願制

度では、国際段階をいかに有効に、戦略的に活用するかが制度の利便性を最大限に活用する鍵とな

ります。もちろん、国内移行期間満了（優先日から原則30ヶ月）を待たず、特定の指定国に早期に国

内移行することも可能です。 

PCT国際出願制度では、
優先日から原則30ヶ月ま

での間に、PCT国際出願
を最終的にどこの国へ国

内移行させるか否かをじっ

くり検討できる 

PCT国際出願の国内移
行には、出願の翻訳文を

提出し、国内手数料を指

定国に支払う 

外国出願における

よくある悩み④ 

 

ここののよよううななケケーーススででもも・・・・・・  

  

ハイテク関連技術に関する特許出願を多くしているが、この分野の技術は、他社の動向

に特に注意しなければならないし、また技術が陳腐化するサイクルも早いのが通常であ

る。そのような場合、特許出願にかかる初期投資は最小限に留めておきたい。権利取得

の可能性が見えてきたところで、必要な経費をかけて権利化を検討していきたいと考える

が･･･ 

 

➢ PCT国際出願制度では、優先日から原則30ヶ月の各国への国内移行手続

猶予期間を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析に費やしたり、各

国の代理人費用、各国特許庁が要求する各種手数料の支払いを先送りした

りすることが可能です。 

➢ ビジネスの進捗状況により、権利化すべき国も明確化されれば、無駄な国内

移行手続や翻訳費用の支出を回避することが可能です。 

 

 

（（４４））そそのの他他ののPPCCTT国国際際出出願願制制度度ののメメリリッットト  

 

➢ 外国への出願は、パリ条約に基づく優先権を考慮すると、優先日から12ヶ

月以内に行う必要があります。各国へ直接出願ルートで出願する場合、そ

れぞれの国の言語・手続に従わなくてはなりませんが、PCTルートでは母国

語で出願できます。つまり、出願内容の最終調整を日本語で行うことができ、

権利取得範囲のみならず、明細書における解決すべき課題と請求の範囲と

の整合性や実施例、文章構造などを十分に精査した上で、追って各国へ

の国内移行手続をすることが可能です。 

 

➢ PCT国際出願が国内移行した際、いくつかの指定国では、国内でかかる手

数料の減額対象となる可能性があります。例えば日本では、日本国特許庁

が国際調査報告を作成したPCT国際出願が日本に国内移行した場合、当

該出願にかかる審査請求手数料が約40％減額されます（国際段階での調

査結果を、国内段階での審査に利用できるため）。 

 

・ 日本国特許庁が国際調査を行った場合の審査請求手数料：83,000円＋

（請求項の数×2,400円） 

・ 日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行った場合の審査請

求手数料：124,000円＋（請求項の数×3,600円） 

 

出願にかかる初期投資を

最小化し、費用の支払い

を先送りすることが可能 

国内でかかる手数料の減

額 

日本語による出願の最終

調整の機会を確保 

外国出願における

よくある悩み⑤ 
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➢ 特許性に関する国際予備報告は、条約上は各国特許庁の実体審査を拘
束しないものの、多くの国では実質的に実体審査で参照されています。 

 

➢ 国際公開により仮保護の権利が認められる国もあります。日本語によるPCT

国際出願は、日本語で国際公開されるため、日本においてはその時点から

補償金請求権が発生します。米国においても、米国を指定している英文明

細書のPCT国際出願に関して国際出願日から仮保護の権利が認められま

す。なお、PCT国際出願が英文以外でなされた場合には、米国特許商標庁

が英文明細書を入手した日から仮保護の権利が認められます。 

 

➢ 母国語で出願したPCT国際出願を、指定国の指定する言語に翻訳して国

内移行し、その翻訳に誤りがあることが判明した場合、国際段階における母

国語の出願内容（明細書、請求の範囲、図面）に基づいて、誤訳訂正が可

能になる場合があります（指定国日本においては、特許法17条の2に基づく

誤訳訂正書の提出の機会があります）。 

 

 

国国際際出出願願制制度度をを利利用用すするるかか否否かかのの判判断断はは、、そそののメメリリッットトをを十十分分にに踏踏ままええてて

『外国へ特許出願をしたいが、PCT国際出願制度を利用すべきか？』という

課題を検討する際には、例えば、次のような点を明確にしたうえで、PCT国際出

願制度の利用を検討する必要があります。 

✓ 特許を取得したいと考える国はいくつか 

✓ どれだけ早期に、あるいはゆっくり特許を取得したいか 

✓ 特許出願の準備と予算にどの程度の余裕があるか 

✓ 発明にかかる技術の特性（地域性、技術革新のスピードなど）があるか 

これら特許取得に関する状況が、外国特許庁への直接出願と PCT 国際出

願との使い分けの判断基準といえます。PCT国際出願制度を上手に活用してい

る利用者は、ここでご紹介した制度上のメリットを享受するだけでなく、更に戦略

的に活用しています。 

特許性に関する国際予備

報告の活用 

国際公開等による仮保護

の権利取得 

国内段階での誤訳訂正の

機会 

PCT 国際出願制度のメ

リットを戦略的に活用 

 

第第３３章章    PPCCTT国国際際出出願願にに必必要要なな費費用用  

 第3章では、PCT国際出願の各ステップで必要となる費用について、以下の条件のもとシミュレーションしま

す。 

（※1）最新の料金は、特許庁ウェブサイトをご確認ください。 

国際段階：https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/kokuryo.html 

国内段階：https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html 

（※2）中小企業やスタートアップ企業、大学等が日本語でPCT国際出願を行う場合、必要な手続 

を行うことで料金が安くなる支援策があります。詳細はP14～P15のコラム(2)をご参照ください。 

（※3）調査手数料の一部返還や、国内段階でかかる手数料の減額については、P13をご参照ください。 

（※4）日本以外に国内移行する場合には、別途以下の費用がかかります。 

✔ 国内移行する国が要求する言語へPCT国際出願を翻訳する費用 

✔ 現地代理人費用 

✔ 国内移行する国が要求する場合の国内手数料 

✔ 国内移行する国によっては出願審査請求料   など 

 

PCT国際出願に必要な費用（試算） 

●送付手数料    1177,,000000円円  

●調査手数料（日本語出願）   114433,,000000円円  

●国際出願手数料（書類の枚数により料金変動） 

a 最初の30枚                      237,500円 

b 30枚を超える用紙1枚につき2,700円（10枚）    27,000円 

c オンライン出願減額                      53,600円 

221100,,990000円円  

（a＋b−c） 

 

 

▲予備審査手数料 3344,,000000円円  

▲取扱手数料 3355,,770000円円  

■国内手数料 1144,,000000円円  

■審査請求料（日本国特許庁が国際調査報告を作成） 

83,000円＋請求項の数×2,400円（請求項の数12） 

111111,,880000円円  

合計 556666,,440000円円  

試算条件 

☑ 料金は2024年9月1日現在（※1） 

☑ 日本語出願（※2）（日本国特許庁が国際調査（※3）） 

☑ オンライン出願（出願書類40枚） 

☑ 国際予備審査を請求（任意） 

☑ 日本へ国内移行手続（※4） 

☑ 出願審査請求（※3）（請求項の数12） 

 

国
際
段
階 

国
内
段
階 
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➢ 特許性に関する国際予備報告は、条約上は各国特許庁の実体審査を拘
束しないものの、多くの国では実質的に実体審査で参照されています。 

 

➢ 国際公開により仮保護の権利が認められる国もあります。日本語によるPCT

国際出願は、日本語で国際公開されるため、日本においてはその時点から

補償金請求権が発生します。米国においても、米国を指定している英文明

細書のPCT国際出願に関して国際出願日から仮保護の権利が認められま

す。なお、PCT国際出願が英文以外でなされた場合には、米国特許商標庁

が英文明細書を入手した日から仮保護の権利が認められます。 

 

➢ 母国語で出願したPCT国際出願を、指定国の指定する言語に翻訳して国

内移行し、その翻訳に誤りがあることが判明した場合、国際段階における母

国語の出願内容（明細書、請求の範囲、図面）に基づいて、誤訳訂正が可

能になる場合があります（指定国日本においては、特許法17条の2に基づく

誤訳訂正書の提出の機会があります）。 

 

 

国国際際出出願願制制度度をを利利用用すするるかか否否かかのの判判断断はは、、そそののメメリリッットトをを十十分分にに踏踏ままええてて

『外国へ特許出願をしたいが、PCT国際出願制度を利用すべきか？』という

課題を検討する際には、例えば、次のような点を明確にしたうえで、PCT国際出

願制度の利用を検討する必要があります。 

✓ 特許を取得したいと考える国はいくつか 

✓ どれだけ早期に、あるいはゆっくり特許を取得したいか 

✓ 特許出願の準備と予算にどの程度の余裕があるか 

✓ 発明にかかる技術の特性（地域性、技術革新のスピードなど）があるか 

これら特許取得に関する状況が、外国特許庁への直接出願と PCT 国際出

願との使い分けの判断基準といえます。PCT国際出願制度を上手に活用してい

る利用者は、ここでご紹介した制度上のメリットを享受するだけでなく、更に戦略

的に活用しています。 

特許性に関する国際予備

報告の活用 

国際公開等による仮保護

の権利取得 

国内段階での誤訳訂正の

機会 

PCT 国際出願制度のメ

リットを戦略的に活用 

 

第第３３章章    PPCCTT国国際際出出願願にに必必要要なな費費用用  

 第3章では、PCT国際出願の各ステップで必要となる費用について、以下の条件のもとシミュレーションしま

す。 

（※1）最新の料金は、特許庁ウェブサイトをご確認ください。 

国際段階：https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/kokuryo.html 

国内段階：https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html 

（※2）中小企業やスタートアップ企業、大学等が日本語でPCT国際出願を行う場合、必要な手続 

を行うことで料金が安くなる支援策があります。詳細はP14～P15のコラム(2)をご参照ください。 

（※3）調査手数料の一部返還や、国内段階でかかる手数料の減額については、P13をご参照ください。 

（※4）日本以外に国内移行する場合には、別途以下の費用がかかります。 

✔ 国内移行する国が要求する言語へPCT国際出願を翻訳する費用 

✔ 現地代理人費用 

✔ 国内移行する国が要求する場合の国内手数料 

✔ 国内移行する国によっては出願審査請求料   など 

 

PCT国際出願に必要な費用（試算） 

●送付手数料    1177,,000000円円  

●調査手数料（日本語出願）   114433,,000000円円  

●国際出願手数料（書類の枚数により料金変動） 

a 最初の30枚                      237,500円 

b 30枚を超える用紙1枚につき2,700円（10枚）    27,000円 

c オンライン出願減額                      53,600円 

221100,,990000円円  

（a＋b−c） 

 

 

▲予備審査手数料 3344,,000000円円  

▲取扱手数料 3355,,770000円円  

■国内手数料 1144,,000000円円  

■審査請求料（日本国特許庁が国際調査報告を作成） 

83,000円＋請求項の数×2,400円（請求項の数12） 

111111,,880000円円  

合計 556666,,440000円円  

試算条件 

☑ 料金は2024年9月1日現在（※1） 

☑ 日本語出願（※2）（日本国特許庁が国際調査（※3）） 

☑ オンライン出願（出願書類40枚） 

☑ 国際予備審査を請求（任意） 

☑ 日本へ国内移行手続（※4） 

☑ 出願審査請求（※3）（請求項の数12） 

 

国
際
段
階 

国
内
段
階 
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優先日    日本国特許庁に国内出願（PCT国際出願における優先権主張の基礎となる先の出願） 

12ヶ月以内  PCT国際出願  

13ヶ月以内  出願に伴う支払い（出願から1ヶ月以内） 

●送付手数料 1177,,000000円円  

●調査手数料（日本語出願） 114433,,000000円円  

●国際出願手数料 

a 最初の30枚                           237,500円 

b 30枚を超える用紙1枚につき2,700円（10枚）   27,000円 

c オンライン出願減額                     53,600円 

221100,,990000円円  

（a＋b−c） 

  

22ヶ月以内  国際予備審査請求に伴う手数料の支払い 

30ヶ月以内  指定国日本への国内移行手続にかかる手数料の支払い 

国際出願日から  指定国日本での出願審査請求 

3年以内  

試算合計 556666,,440000円円 

 

【英語出願の手数料】（料金は2024年9月1日現在） 

英語でPCT国際出願を行う場合、出願人は、国際調査機関、国際予備審査機関を、日本国特許

庁（JPO）、欧州特許庁（EPO）、シンガポール知的所有権庁（IPOS）又はインド特許庁（IPO）から選択す

ることができます。以下のとおり、日本語出願の場合の手数料額と異なる点に注意してください。 

▲予備審査手数料 3344,,000000円円  

▲取扱手数料 3355,,770000円円  

■国内手数料 1144,,000000円円  

■審査請求料（日本国特許庁が国際調査報告を作成） 

83,000円＋請求項の数×2,400円（請求項の数12） 

111111,,880000円円  

 JPO EPO IPOS IPO 

・調査手数料 169,000円 297,100円 260,200円 18,000円（個人の

場合、4,500円） 

・予備審査手数料 69,000円 1,915EUR 830SGD 12,000INR（個人の

場合、3,000INR）

（※1） 

・取扱手数料 32,700円（※2） 208EUR 300SGD  235USD 

出願書類 枚 
請求項の数  

 

（※1）IPOが国際調査報告を作成した場合、10,000INR（個人の場合、2,500INR）に減額されます。 

（※2）JPOが国際調査を行う場合の取扱手数料は、日本語出願も英語出願も同額です。 

【調査手数料の一部返還】       

PCT国際出願願書のⅦ欄に、優先権主張の基礎となる先の出願として国内出願などの必要情報

が記載されている場合であって、当該国内出願の審査の結果の相当部分を利用できるときは、日本語

によるPCT国際出願の場合、国際調査手数料143,000円のうち57,000円（国際調査手数料の軽減を受

けた場合は、返還額は軽減申請の内容（軽減率及び持分の割合）に応じた額。英語によるPCT国際出

願の場合は、国際調査手数料169,000円のうち67,000円）を出願人の請求により返還します。 

    なお、国際調査機関としての日本国特許庁は、他の国際調査機関又は他の国内官庁が行った国

際調査又は国内審査の結果による、調査手数料の払戻しは行いません。返還に関する詳細な条件及

び手続については、特許庁ウェブサイトをご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/researching_fee_return.html 
 

【国内段階でかかる手数料の減額】 

（１）PCT国際出願を日本に国内移行した場合の審査請求料の減額 

日本国特許庁（JPO）が国際調査報告を作成したPCT国際出願を日本に国内移行した場合、通

常の国内出願と比較し、審査請求料は約40％減額されます。 

また、欧州特許庁（EPO）、シンガポール知的所有権庁（IPOS）又はインド特許庁（IPO）が国際調

査報告を作成したPCT国際出願を日本に国内移行した場合、通常の国内出願と比較し、審査請求料

は約10％減額されます。 

 

 

（２）中小企業やスタートアップ企業、大学等の出願審査請求にかかる減免制度

     中小企業やスタートアップ企業、大学等がPCT国際出願を日本に国内移行した場合、国内制度

における審査請求料の減免制度の対象となります。詳細は特許庁ウェブサイトをご参照ください。 

   https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html    
 

（３）各国の情報 

  指定国によっては、国内段階でかかる手数料の減額を受けることができます。各国の情報の詳細

は、WIPOウェブサイトより、「PCT出願人の手引」において、官庁毎に掲載されている「国内段階の概

要」をご参照ください。 

https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html （※） 
（※）上記は日本語版のURLですが、最新情報は英語版でご確認ください。 

 

通常の国内出願 138,000円+4,000円×（請求項の数） 

JPOが国際調査報告を作成した出願 83,000円+2,400円×（請求項の数） 

EPO、IPOS又はIPOが国際調査報告を作成した出願 124,000円+3,600円×（請求項の数） 
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優先日    日本国特許庁に国内出願（PCT国際出願における優先権主張の基礎となる先の出願） 

12ヶ月以内  PCT国際出願  

13ヶ月以内  出願に伴う支払い（出願から1ヶ月以内） 

●送付手数料 1177,,000000円円  

●調査手数料（日本語出願） 114433,,000000円円  

●国際出願手数料 

a 最初の30枚                           237,500円 

b 30枚を超える用紙1枚につき2,700円（10枚）   27,000円 

c オンライン出願減額                     53,600円 

221100,,990000円円  

（a＋b−c） 

  

22ヶ月以内  国際予備審査請求に伴う手数料の支払い 

30ヶ月以内  指定国日本への国内移行手続にかかる手数料の支払い 

国際出願日から  指定国日本での出願審査請求 

3年以内  

試算合計 556666,,440000円円 

 

【英語出願の手数料】（料金は2024年9月1日現在） 

英語でPCT国際出願を行う場合、出願人は、国際調査機関、国際予備審査機関を、日本国特許

庁（JPO）、欧州特許庁（EPO）、シンガポール知的所有権庁（IPOS）又はインド特許庁（IPO）から選択す

ることができます。以下のとおり、日本語出願の場合の手数料額と異なる点に注意してください。 

▲予備審査手数料 3344,,000000円円  

▲取扱手数料 3355,,770000円円  

■国内手数料 1144,,000000円円  

■審査請求料（日本国特許庁が国際調査報告を作成） 

83,000円＋請求項の数×2,400円（請求項の数12） 

111111,,880000円円  

 JPO EPO IPOS IPO 

・調査手数料 169,000円 297,100円 260,200円 18,000円（個人の

場合、4,500円） 

・予備審査手数料 69,000円 1,915EUR 830SGD 12,000INR（個人の

場合、3,000INR）

（※1） 

・取扱手数料 32,700円（※2） 208EUR 300SGD  235USD 

出願書類 枚 
請求項の数  

 

（※1）IPOが国際調査報告を作成した場合、10,000INR（個人の場合、2,500INR）に減額されます。 

（※2）JPOが国際調査を行う場合の取扱手数料は、日本語出願も英語出願も同額です。 

【調査手数料の一部返還】       

PCT国際出願願書のⅦ欄に、優先権主張の基礎となる先の出願として国内出願などの必要情報

が記載されている場合であって、当該国内出願の審査の結果の相当部分を利用できるときは、日本語

によるPCT国際出願の場合、国際調査手数料143,000円のうち57,000円（国際調査手数料の軽減を受

けた場合は、返還額は軽減申請の内容（軽減率及び持分の割合）に応じた額。英語によるPCT国際出

願の場合は、国際調査手数料169,000円のうち67,000円）を出願人の請求により返還します。 

    なお、国際調査機関としての日本国特許庁は、他の国際調査機関又は他の国内官庁が行った国

際調査又は国内審査の結果による、調査手数料の払戻しは行いません。返還に関する詳細な条件及

び手続については、特許庁ウェブサイトをご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/researching_fee_return.html 
 

【国内段階でかかる手数料の減額】 

（１）PCT国際出願を日本に国内移行した場合の審査請求料の減額 

日本国特許庁（JPO）が国際調査報告を作成したPCT国際出願を日本に国内移行した場合、通

常の国内出願と比較し、審査請求料は約40％減額されます。 

また、欧州特許庁（EPO）、シンガポール知的所有権庁（IPOS）又はインド特許庁（IPO）が国際調

査報告を作成したPCT国際出願を日本に国内移行した場合、通常の国内出願と比較し、審査請求料

は約10％減額されます。 

 

 

（２）中小企業やスタートアップ企業、大学等の出願審査請求にかかる減免制度

     中小企業やスタートアップ企業、大学等がPCT国際出願を日本に国内移行した場合、国内制度

における審査請求料の減免制度の対象となります。詳細は特許庁ウェブサイトをご参照ください。 

   https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html    
 

（３）各国の情報 

  指定国によっては、国内段階でかかる手数料の減額を受けることができます。各国の情報の詳細

は、WIPOウェブサイトより、「PCT出願人の手引」において、官庁毎に掲載されている「国内段階の概

要」をご参照ください。 

https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html （※） 
（※）上記は日本語版のURLですが、最新情報は英語版でご確認ください。 

 

通常の国内出願 138,000円+4,000円×（請求項の数） 

JPOが国際調査報告を作成した出願 83,000円+2,400円×（請求項の数） 

EPO、IPOS又はIPOが国際調査報告を作成した出願 124,000円+3,600円×（請求項の数） 
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（２）中中小小企企業業・・大大学学等等を対象とした国際出願関係手数料に係る軽軽減減・・支支援援措措置置  
 

中小企業・スタートアップ企業・大学等が日本語で PCT国際出願をする場合、国際出願関係手数

料に係る軽減・支援措置をぜひご利用ください。 

本制度を利用すると、PCT国際出願にかかる手数料が、トータルで１／２、１／３又は１／４になりま

す。また、手続も簡単です（申請書を提出するのみです）。 

 

＜＜対対象象者者＞＞ ※要件詳細は、特許庁HPでご確認ください。 

手数料負担が１／２となる対象者  ・・・例えば、36万円が18万円の負担に！ 

☑ 中小企業（会社・個人事業主） 

☑ 組合・NPO法人 
企業組合、協業組合、事業協同組合等、農業協同組合等、漁業協同組合等、森林組合等、 

商工組合等、商店街振興組合等、消費生活協同組合等、酒造組合等、NPO法人 

☑ 研究開発に力を入れている中小企業（会社・個人事業主・組合・NPO法人） 
    試験研究開発費等比率が収入金額の3%超である中小企業等 

☑ 試験研究機関等 
    大学、大学等研究者、承認TLO等 

 

手数料負担が１／３となる対象者  ・・・例えば、36万円が12万円の負担に！ 

☑ 小規模企業 
    従業員20人以下（商業又はサービス業は5人以下）の法人・個人事業主 

☑ 中小スタートアップ企業 
    事業開始後10年未満の個人事業主、設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人 

 

手数料負担が１／４となる対象者  ・・・例えば、36万円が9万円の負担に！ 

☑ 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業 

  （会社・個人事業主・組合・NPO法人） 

 

＜＜手手続続方方法法＞＞ ※所定の申請書の記載事項を満たしていれば、証明書の提出は不要です。 

（１）国際出願にかかる手数料（送付手数料・調査手数料・国際出願手数料） 
出願時に軽減申請書を提出し、通常の料金の１／２、１／３、１／４を納付 

 

（２）国際予備審査請求（任意）にかかる手数料（予備審査手数料・取扱手数料） 
予備審査請求時に軽減申請書を提出し、通常の料金の１／２、１／３、１／４を納付 

 

 
★対象者の要件、申請書の様式、手続方法の詳細は、特許庁HPでご確認ください★ 

＜ 2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei_202401.html 
 

 

 

 

 

 

 

!!!!  手手数数料料支支払払いいをを要要請請すするる不不審審なな通通知知にに関関すするる注注意意喚喚起起  !!!!  

 

PCT国際出願の出願人又は代理人宛に、WIPO国際事務局とは無関係の者から、手数料の支払

いを要請する通知が送付される事例が報告されています。当該通知には、個別の出願に関する具体

的な情報（例：国際出願番号や出願人の氏名、住所）が記載されていますが、WIPO国際事務局から

の正式な支払要請と誤解することのないようご注意ください。 

疑わしい場合には、特許庁出願課国際出願室又はWIPO国際事務局にお問い合わせください。

また、WIPOウェブサイト（https://www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html）上では、実際
に送付されたPCT国際出願の処理とは無関係な通知の写しを見ることができます。 

 

（３）特特許許審審査査ハハイイウウェェイイ((PPPPHH))の活用  

 

PPHは、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、各国特許庁にとっては第1庁（先

行庁）の先行技術調査と審査結果を利用することで、審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを

目的としており、第1庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、

第2庁（後続庁）において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。 

日本国特許庁は、通常のPPHに加え、PCT国際出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハ

イウェイ(PCT-PPH)プログラムを2010年から実施しています。当該プログラムにおいては、PCT-PPH

のガイドラインに示す一定の要件を満たす場合に、特定の国際調査機関が作成した見解書や特定

の国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告（IPER）を利用して、早期審査を申請すること

ができます。 

PCT-PPHの活用は、ライフサイクルが短い技術や早期権利化が必要となる技術の保護に大きく

寄与します。早期権利化を目指す場合はPCT-PPHを活用し、国内移行の判断に時間をかけたい

場合は優先日から原則30ヶ月の猶予期間を利用するといったように、PCT国際出願制度の戦略的

な活用の幅が広がりました。 

 

 
 

★PCT-PPHについての詳細は、特許庁ウェブサイトでご確認ください★ 

＜PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/pct_pph.html 
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（２）中中小小企企業業・・大大学学等等を対象とした国際出願関係手数料に係る軽軽減減・・支支援援措措置置  
 

中小企業・スタートアップ企業・大学等が日本語で PCT国際出願をする場合、国際出願関係手数

料に係る軽減・支援措置をぜひご利用ください。 

本制度を利用すると、PCT国際出願にかかる手数料が、トータルで１／２、１／３又は１／４になりま

す。また、手続も簡単です（申請書を提出するのみです）。 

 

＜＜対対象象者者＞＞ ※要件詳細は、特許庁HPでご確認ください。 

手数料負担が１／２となる対象者  ・・・例えば、36万円が18万円の負担に！ 

☑ 中小企業（会社・個人事業主） 

☑ 組合・NPO法人 
企業組合、協業組合、事業協同組合等、農業協同組合等、漁業協同組合等、森林組合等、 

商工組合等、商店街振興組合等、消費生活協同組合等、酒造組合等、NPO法人 

☑ 研究開発に力を入れている中小企業（会社・個人事業主・組合・NPO法人） 
    試験研究開発費等比率が収入金額の3%超である中小企業等 

☑ 試験研究機関等 
    大学、大学等研究者、承認TLO等 

 

手数料負担が１／３となる対象者  ・・・例えば、36万円が12万円の負担に！ 

☑ 小規模企業 
    従業員20人以下（商業又はサービス業は5人以下）の法人・個人事業主 

☑ 中小スタートアップ企業 
    事業開始後10年未満の個人事業主、設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人 

 

手数料負担が１／４となる対象者  ・・・例えば、36万円が9万円の負担に！ 

☑ 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業 

  （会社・個人事業主・組合・NPO法人） 

 

＜＜手手続続方方法法＞＞ ※所定の申請書の記載事項を満たしていれば、証明書の提出は不要です。 

（１）国際出願にかかる手数料（送付手数料・調査手数料・国際出願手数料） 
出願時に軽減申請書を提出し、通常の料金の１／２、１／３、１／４を納付 
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★対象者の要件、申請書の様式、手続方法の詳細は、特許庁HPでご確認ください★ 

＜ 2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続＞ 
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!!!!  手手数数料料支支払払いいをを要要請請すするる不不審審なな通通知知にに関関すするる注注意意喚喚起起  !!!!  
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また、WIPOウェブサイト（https://www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html）上では、実際
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★PCT-PPHについての詳細は、特許庁ウェブサイトでご確認ください★ 

＜PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/pct_pph.html 
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第第４４章章    PPCCTT国国際際出出願願のの主主なな手手続続・・流流れれ  

 第4章では、PCT国際出願を行い、国内移行手続に至るまでの主な手続を、以下のとおり、一般的な流れ

に沿って解説します。 

 

 

 

  １１．．出出願願書書類類をを準準備備ししてて提提出出すするる    

  ①出願書類 ②提出先 ③言語 ④国際出願日認定 ⑤手数料 

  ２２．．出出願願にに対対すするる国国際際調調査査のの結結果果をを受受けけ取取るる    

   ①国際調査 ②国際調査機関の見解書 ③補充国際調査 

コラム：(4)発明の単一性要件 (5)国際調査後の対応  

  ④補正の機会（１９条補正） 

  ３３．．出出願願がが国国際際公公開開さされれるる    

   ①WIPOウェブサイト上での国際公開 ②国際公開の言語 ③国際公開の効果 

  ４４．．（（必必要要にに応応じじてて））国国際際予予備備審審査査をを請請求求すするる    

   ①国際予備審査 ②補正の機会（３４条補正） 

   コラム：(6)PCT国際段階における補正（１９条補正と３４条補正） 

  ５５．．国国内内移移行行すするる国国をを決決めめてて手手続続をを行行うう    

  ①国内移行期限 ②国内移行手続 ③国内移行後の手続 

  ６６．．そそのの他他、、必必要要にに応応じじてて手手続続をを行行うう    

  ①PCT規則 4.17に基づく申立て ②優先権の主張の補正（補充）、追加  

③優先権の回復 ④出願後に行う補充手続 ⑤明白な誤記の訂正 

   ⑥PCT国際出願の取下げ ⑦優先権の主張の取下げ ⑧指定国の指定の取下げ 

    コラム：(7)国内優先権主張の基礎となる先の出願のみなし取下げ (8)PCT国際出願における期間管理 

 

各手続の詳細及び出願書類の様式や作成方法については、特許庁ウェブサイトより、テキスト『特許協

力条約（PCT）に基づく国際出願の手続』をご参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/tokkyo_jyouyaku-jitumu.html 
  

 

  

１１．．出出願願書書類類をを準準備備ししてて提提出出すするる  

PCT国際出願に必要な書類は、出願人の氏名等の書誌情報を記載する

「願書」と、発明の内容を記載する「明細書、請求の範囲、要約書、及び図面（必

要な場合）」です。日本国特許庁への手続形態は、紙書類による出願もしくは電

子出願のいずれかで、所定の様式で書類を作成します。 

●紙書類による出願（願書様式） 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/pct_paper.html 

●電子出願（電子出願ソフトサポートサイト） 

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/ 

 

 

 

PCT国際出願の出願人のうち、少なくとも1人が日本国民又は日本居住者で

あれば、日本国特許庁（受理官庁）に出願することができます*。また、WIPO国際

事務局は、すべてのPCT加盟国の国民又は居住者からのPCT国際出願を受理

官庁として受け付けています。 

②提出先 

* 条約第９条、 
条約第１０条、 
規則１９．１ 

①出願書類 
・願書 
・明細書 
・請求の範囲 
・要約書 
・図面（任意） 

PCT国際出願書類（イメージ） 
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受理官庁としての日本国特許庁が受理するPCT国際出願の言語は、日本

語又は英語です。また、出願以降に出願人から受理官庁に提出する書類（手

続）の言語は、当該PCT国際出願と同じ言語を使用します。 

受理官庁は、PCT国際出願が条約・規則に従って作成されている場合、国

際出願日を認定します。 

国際出願日が認定されたPCT国際出願は、その出願日の時点で有効なす

べてのPCT加盟国を指定したものとみなされます（みなし全指定）*。また、指定し

た国（特定の国を指定から外す手続（※）をしない限りは全加盟国）のことを「指定

国」といいます。 

（※）国内優先権主張による基礎出願のみなし取下げを回避するために、日本を指定

国から除外したい場合の手続方法については、P34のコラム（7）をご参照ください。 

国際出願日が認定されたPCT国際出願は、指定国における「正規の国内出

願」とみなされ、国際出願日は、各指定国における「出願日」とみなされます**。

指定国のうち権利を取得したい国に対しては、期限（優先日から原則３０ヶ月）ま

でに国内移行手続をします（詳細は、後述の第４章「５．国内移行する国を決めて

手続を行う」参照）。 

PCT国際出願の出願人は、出願から1ヶ月以内に①送付手数料（出願書類

を受理官庁が処理し、必要書類をWIPO国際事務局、国際調査機関へ送付する

ための手数料）、②調査手数料（国際調査機関による国際調査のための手数料）、

③国際出願手数料（WIPO国際事務局が出願書類を処理するための手数料）を

受理官庁に対して支払わなければなりません。日本国を受理官庁としてPCT国

際出願する場合、すべての手数料は日本円で支払います。 

⑤手数料 

④国際出願日認定 

* 規則４．９（ａ）（ｉ） 

③言語 

** 条約第１１条（３） 

 

 

２２．．出出願願にに対対すするる国国際際調調査査のの結結果果をを受受けけ取取るる  

国際調査の目的は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明に関連

のある先行技術を発見することです*。出願人に送付される「国際調査報告」に

は、関連があると認められた先行技術又は関連技術が記載された文献のリスト、

発明の分類（国際特許分類）、調査を行った技術分野、発明の単一性（P22のコ

ラム(4)参照）の欠如に関する情報などが記載されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①国際調査 
（先行技術の有無を調査） 

* 条約第１５条（２）、 
  規則３３ 
 
 
 
 
 
 国際調査報告の一部 
（イメージ） 
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 国際調査報告の一部 
（イメージ） 
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さらに、国際調査機関は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明

が特許性（新規性、進歩性、産業上の利用可能性）を有するものと認められる

かどうか（それぞれの要件の特許性判断の基準日は「優先日」）の審査官の見

解を示した「国際調査機関の見解書」を作成し*、出願人に送付します。 

国際調査機関の見解書に示された特許性についての見解は、予備的か

つ非拘束的なものであるため、特許付与のための最終的な特許性判断は、各

指定官庁に委ねられています。しかし、見解書で示される内容は、出願人がそ

の後の手続を係属させるか否か、特に国内移行をするか否かを判断するため

の参考情報として有益です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②国際調査機関の見解書 
   （特許性についての審査官の見解） 

* 規則４３の２ 

国際調査機関の見解書の一部  
（イメージ） 

 

 

先述の「２．①国際調査」に加えて、出願人の任意の請求により、別の国際調

査機関による国際調査を提供する補充国際調査*があります。 

補充国際調査の目的は、発見される先行技術の言語の多様化にかんがみ、

複数の国際調査機関に調査を依頼することによって、国際段階で先行技術を極

力把握し、国内段階で新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させるこ

とです。 

補充国際調査を請求する場合、出願人は、優先日から22ヶ月までに請求書

（PCT/IB/375）の提出と所定の手数料の納付をWIPO国際事務局に対して直接

行います**。 

＜2024年9月現在の補充国際調査機関（10機関）＞ 

オーストリア特許庁（ＡＴ）、欧州特許庁（EP）、フィンランド特許登録庁（FI）、ロシア特許庁

（RU）、スウェーデン特許登録庁（SE）、シンガポール知的所有権庁（SG）、トルコ特許庁

(TR)、ウクライナ国家知的所有権庁（UA）、北欧特許庁（XN）、ヴィシェグラード特許機構

（XV） 

 

国際調査の詳細については、特許庁ウェブサイトより、知的財産権制度説明

会（実務者向け）テキスト『国際調査及び国際予備審査』もご参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 規則４５の２ 

③補充国際調査 
（任意） 

** 規則４５の２．１， 
規則４５の２．２ 
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さらに、国際調査機関は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明

が特許性（新規性、進歩性、産業上の利用可能性）を有するものと認められる

かどうか（それぞれの要件の特許性判断の基準日は「優先日」）の審査官の見

解を示した「国際調査機関の見解書」を作成し*、出願人に送付します。 

国際調査機関の見解書に示された特許性についての見解は、予備的か

つ非拘束的なものであるため、特許付与のための最終的な特許性判断は、各

指定官庁に委ねられています。しかし、見解書で示される内容は、出願人がそ

の後の手続を係属させるか否か、特に国内移行をするか否かを判断するため

の参考情報として有益です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②国際調査機関の見解書 
   （特許性についての審査官の見解） 

* 規則４３の２ 

国際調査機関の見解書の一部  
（イメージ） 

 

 

先述の「２．①国際調査」に加えて、出願人の任意の請求により、別の国際調

査機関による国際調査を提供する補充国際調査*があります。 

補充国際調査の目的は、発見される先行技術の言語の多様化にかんがみ、

複数の国際調査機関に調査を依頼することによって、国際段階で先行技術を極

力把握し、国内段階で新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させるこ

とです。 

補充国際調査を請求する場合、出願人は、優先日から22ヶ月までに請求書

（PCT/IB/375）の提出と所定の手数料の納付をWIPO国際事務局に対して直接

行います**。 

＜2024年9月現在の補充国際調査機関（10機関）＞ 

オーストリア特許庁（ＡＴ）、欧州特許庁（EP）、フィンランド特許登録庁（FI）、ロシア特許庁

（RU）、スウェーデン特許登録庁（SE）、シンガポール知的所有権庁（SG）、トルコ特許庁

(TR)、ウクライナ国家知的所有権庁（UA）、北欧特許庁（XN）、ヴィシェグラード特許機構

（XV） 

 

国際調査の詳細については、特許庁ウェブサイトより、知的財産権制度説明

会（実務者向け）テキスト『国際調査及び国際予備審査』もご参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 規則４５の２ 

③補充国際調査 
（任意） 

** 規則４５の２．１， 
規則４５の２．２ 
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（４）発発明明のの単単一一性性要要件件  
 

PCT国際出願は、「一の発明」又は「単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群

の発明」について行う必要があります（規則１３）。一群の発明がPCT国際出願の請求の範囲に記載

されている場合には、これらの発明の間に1又は2以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を

含む技術的な関係があるときに限り、発明の単一性の要件が満たされます。 

国際調査機関は、そのPCT国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない（ひとつのPCT国

際出願に技術的な関連性の薄い複数の発明概念が存在する）と認める場合、出願人に対して追加

の調査手数料の支払いを求め、審査官は追加の調査手数料の支払いの有無に応じて、調査対象を

決定します。出願人が必要な追加手数料の全部を期間内に納付した場合は、すべての発明につい

て国際調査報告が作成されますが、追加納付しない場合又は必要な追加手数料の一部のみが納

付された場合は、納付済みの手数料で充当できる発明にかかる分についてのみ、国際調査報告が

作成されます。 

 

 

（５）国国際際調調査査後後のの対対応応 

 

出願人は、国際調査報告及び見解書を受領した後、提供された特許性の判断結果等を踏まえ、そ

の後の対応を検討することができます。主な対応として、以下の３つが挙げられます。 

 

（１）各指定国の国内段階への移行手続の準備に入る 

国際調査の結果、各指定国で権利化できる可能性が高いと判断できた場合は、国内移行手続

の準備を行います。（→第４章「５．国内移行する国を決めて手続を行う」参照） 

また、国内移行する前に、国際段階において、請求の範囲については補正を行うことも可能で

す。（→第４章「２．④補正の機会（１９条補正）」参照） 

 

（２）国際予備審査請求の準備に入る 

国際調査の結果を踏まえ、請求の範囲のみならず、明細書や図面の補正も行いたい場合、提

供された見解書に対して答弁書を提出したい場合等は、国際予備審査請求の準備を行います。

（→第４章「４．（必要に応じて）国際予備審査を請求する」参照） 

 

（３）今後の手続を断念する 

国際調査の結果、権利化できる可能性は低いと判断した場合は、その後の手続を断念すること

で、翻訳や国内移行手続にかかる費用を抑えることができます。また、国際公開の前に国際出願

を取下げることで、当該技術の公開を避けることもできます。（→第４章「６．⑥PCT国際出願の取

下げ」参照） 

 

 

出願人は、国際調査報告を受領した後、国際調査報告の送付の日から2月

又は優先日から16月のいずれか遅く満了する期間内に、条約第19条に基づき、

請求の範囲を1回に限り補正することができます（以下、19条補正）。また、出願人

は、必要により補正の内容を説明した簡単な説明書を同時に提出することができ

ます。 

19条補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。 

a. 19条補正は、WIPO国際事務局に対して提出する* 

b. 19条補正は、出願時におけるPCT国際出願の開示の範囲を超えることは

できない** 

c. 請求の範囲は、全文を単位として補正しなければならない 

（補正しない請求項も含めて全文を提出しなければならない） 

d. 19条補正によって補正された請求の範囲は、出願時の請求の範囲とともに

国際公開される 

e. 19条補正は、PCT国際出願の一部として各指定官庁に送達される 

 

なお、PCT国際出願では、国際段階における補正の機会として、19条補正

に加え、国際予備審査請求後に行うことのできる条約第34条に基づく補正があ

ります（詳細は、第４章「４．②補正の機会（３４条補正）」で後述します。また、P26

のコラム(6)もご参照ください）。 

  

  

３３．．出出願願がが国国際際公公開開さされれるる  

PCT国際出願は、優先日から18ヶ月を経過した後（出願人が早期公開を希望

することも可能）、速やかにWIPO国際事務局によって国際公開*されます。この国

際公開は、第三者に対して技術情報を提供する役割を果たしており、WIPOウェ

ブサイト「PATENTSCOPE国際・国内特許データベース検索」(詳細は第5章「PCT

国際出願に関する情報の入手」参照)において電子的に行われます。 

国際公開の内容**として、書誌ページ（国際出願日、国際出願番号、出願人、

指定国、要約などが記載された「フロントページ」）や明細書、請求の範囲、及び図

面の全文に加えて、国際調査報告や、19条補正があった場合には補正後の請求

の範囲なども合わせて掲載されます。 

国際公開は、「日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロ

シア語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語（「国際公開の言語」）*」で出願された

PCT国際出願については、その言語で公開されます。それ以外の言語で出願さ

れたPCT国際出願は、出願人が翻訳した国際公開言語で公開されます。 

②国際公開の言語 

①WIPOウェブサイト上で
の国際公開 

* 条約第２１条 

** 規則４８．２ 

* 規則４８．３ 

④補正の機会 

（１９条補正） 

請求の範囲の補正が1回

限り可能 

** 条約第１９条（２） 

* 規則４６．２ 
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（４）発発明明のの単単一一性性要要件件  
 

PCT国際出願は、「一の発明」又は「単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群

の発明」について行う必要があります（規則１３）。一群の発明がPCT国際出願の請求の範囲に記載

されている場合には、これらの発明の間に1又は2以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を

含む技術的な関係があるときに限り、発明の単一性の要件が満たされます。 

国際調査機関は、そのPCT国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない（ひとつのPCT国

際出願に技術的な関連性の薄い複数の発明概念が存在する）と認める場合、出願人に対して追加

の調査手数料の支払いを求め、審査官は追加の調査手数料の支払いの有無に応じて、調査対象を

決定します。出願人が必要な追加手数料の全部を期間内に納付した場合は、すべての発明につい

て国際調査報告が作成されますが、追加納付しない場合又は必要な追加手数料の一部のみが納

付された場合は、納付済みの手数料で充当できる発明にかかる分についてのみ、国際調査報告が

作成されます。 

 

 

（５）国国際際調調査査後後のの対対応応 

 

出願人は、国際調査報告及び見解書を受領した後、提供された特許性の判断結果等を踏まえ、そ

の後の対応を検討することができます。主な対応として、以下の３つが挙げられます。 

 

（１）各指定国の国内段階への移行手続の準備に入る 

国際調査の結果、各指定国で権利化できる可能性が高いと判断できた場合は、国内移行手続

の準備を行います。（→第４章「５．国内移行する国を決めて手続を行う」参照） 

また、国内移行する前に、国際段階において、請求の範囲については補正を行うことも可能で

す。（→第４章「２．④補正の機会（１９条補正）」参照） 

 

（２）国際予備審査請求の準備に入る 

国際調査の結果を踏まえ、請求の範囲のみならず、明細書や図面の補正も行いたい場合、提

供された見解書に対して答弁書を提出したい場合等は、国際予備審査請求の準備を行います。

（→第４章「４．（必要に応じて）国際予備審査を請求する」参照） 

 

（３）今後の手続を断念する 

国際調査の結果、権利化できる可能性は低いと判断した場合は、その後の手続を断念すること

で、翻訳や国内移行手続にかかる費用を抑えることができます。また、国際公開の前に国際出願

を取下げることで、当該技術の公開を避けることもできます。（→第４章「６．⑥PCT国際出願の取

下げ」参照） 

 

 

出願人は、国際調査報告を受領した後、国際調査報告の送付の日から2月

又は優先日から16月のいずれか遅く満了する期間内に、条約第19条に基づき、

請求の範囲を1回に限り補正することができます（以下、19条補正）。また、出願人

は、必要により補正の内容を説明した簡単な説明書を同時に提出することができ

ます。 

19条補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。 

a. 19条補正は、WIPO国際事務局に対して提出する* 

b. 19条補正は、出願時におけるPCT国際出願の開示の範囲を超えることは

できない** 

c. 請求の範囲は、全文を単位として補正しなければならない 

（補正しない請求項も含めて全文を提出しなければならない） 

d. 19条補正によって補正された請求の範囲は、出願時の請求の範囲とともに

国際公開される 

e. 19条補正は、PCT国際出願の一部として各指定官庁に送達される 

 

なお、PCT国際出願では、国際段階における補正の機会として、19条補正

に加え、国際予備審査請求後に行うことのできる条約第34条に基づく補正があ

ります（詳細は、第４章「４．②補正の機会（３４条補正）」で後述します。また、P26

のコラム(6)もご参照ください）。 

  

  

３３．．出出願願がが国国際際公公開開さされれるる  

PCT国際出願は、優先日から18ヶ月を経過した後（出願人が早期公開を希望

することも可能）、速やかにWIPO国際事務局によって国際公開*されます。この国

際公開は、第三者に対して技術情報を提供する役割を果たしており、WIPOウェ

ブサイト「PATENTSCOPE国際・国内特許データベース検索」(詳細は第5章「PCT

国際出願に関する情報の入手」参照)において電子的に行われます。 

国際公開の内容**として、書誌ページ（国際出願日、国際出願番号、出願人、

指定国、要約などが記載された「フロントページ」）や明細書、請求の範囲、及び図

面の全文に加えて、国際調査報告や、19条補正があった場合には補正後の請求

の範囲なども合わせて掲載されます。 

国際公開は、「日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロ

シア語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語（「国際公開の言語」）*」で出願された

PCT国際出願については、その言語で公開されます。それ以外の言語で出願さ

れたPCT国際出願は、出願人が翻訳した国際公開言語で公開されます。 

②国際公開の言語 

①WIPOウェブサイト上で
の国際公開 

* 条約第２１条 

** 規則４８．２ 

* 規則４８．３ 

④補正の機会 

（１９条補正） 

請求の範囲の補正が1回

限り可能 

** 条約第１９条（２） 

* 規則４６．２ 
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ただし、発明の名称、要約書、国際調査報告については、PCT国際出願が

英語以外の言語の場合、必ず英語の翻訳が添付され、国際公開の第三者に対

する情報価値がより高められています。 

国際公開は、すでに出願されている発明を国際的に公表する効果のほか、

各指定国においては、その国が国内で未審査の出願を国内公開したときと同等

の法的効果*が発生します。 

例えば、国内出願の公開によって「仮保護」（補償金請求権など）を認める

指定国の国内法の下では、国際公開されたPCT国際出願に対しても同じ保護

が認められます。日本語PCT国際出願が国際公開された場合には、日本国内

では特許法第184条の10（国際公開及び国内公表の効果など）が適用されま

す。 

 

４４．．（（必必要要にに応応じじてて））国国際際予予備備審審査査をを請請求求すするる  

  

国際予備審査は、PCT国際出願された発明の特許性に関する見解を、国

際調査機関の見解書に加えて入手したいとき、あるいは、PCT国際出願の内容

を補正したい場合などに、出願人が任意で請求する手続です。 

発明の特許性に関しては、国際調査機関がその見解書をすでに作成して

います。したがって、多くの場合、特許性判断の材料としては国際調査機関の見

解書で十分と言えます。実際に、近年では予備審査請求の件数は減少傾向に

あります。 

一方、依然として、国際予備審査に付加的な価値を認め、国際予備審査を

請求する出願人も多く存在します。例えば、国際予備審査を請求することによっ

て、明細書、図面、請求の範囲の補正が可能になるので、その補正の機会を利

用したい、あるいは補正後のPCT国際出願で改めて特許性を判断してほしい、

更に国際予備審査機関の審査官と対話を試み、その対話を通じてPCT国際出

願をより洗練させたい・・・などの戦略的なPCTの活用が考えられます（詳細は、

後述の第４章「４．②補正の機会（３４条補正）」参照）。また、2014年7月１日以降

に予備審査請求のあった案件については、国際調査機関が国際調査を行う時

点においては未公開などの理由で調査できなかった文献についても、国際予備

審査の調査対象とすることとなり（トップアップ調査）、より網羅的な調査結果に基

づく見解を得るために国際予備審査を利用することも可能となっています。 

 

国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際調査報告と国際調査機関

の見解書が出願人に送付された日から3ヶ月又は優先日から22ヶ月のうち、どち

らか遅く満了する日までに国際予備審査の請求書を提出します。また、手数料

の支払いは、国際予備審査機関が請求書を受理した日から1ヶ月又は優先日か

* 条約第２９条 

③国際公開の効果 

①国際予備審査 

 

ら22ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日まで*にする必要があり、手数料が未納

の場合、国際予備審査は開始されません**。 

 

国際予備審査を請求した出願人は、条約第34条に基づきPCT国際出願を

補正することができます（以下、34条補正）。補正の対象は明細書、請求の範囲、

図面であり、国際予備審査報告の作成の開始前であれば、複数回行うこと

ができます。また、国際調査機関の見解書に対する答弁書を、必要により、

34条補正とともに提出することができます。 

34条補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。 

a. 34条補正は、国際予備審査機関に対して提出する* 

b. 34条補正は、出願時におけるPCT国際出願の開示の範囲を超えることは

できない** 

c. 34条補正の内容を踏まえた国際予備審査を実施してもらうためには、でき

る限り、国際予備審査の請求時、遅くとも国際予備審査が開始される前ま

でに提出する（※） 

（※）34条補正は、規定では国際予備審査報告の作成が開始される前まで提出が

可能ですが、確実に34条補正を踏まえた国際予備審査を実施してもらうため

には、国際予備審査の請求時に1回目の34条補正を行うことをお勧めしま

す。 

d. 34条補正は、国際予備審査報告の附属書類として、WIPO国際事務局を

経由して各選択国に送達される 

 

国際予備審査の詳細については、特許庁ウェブサイトより、知的財産権

制度説明会（実務者向け）テキスト『国際調査及び国際予備審査』もご参照く

ださい。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/index.html 
 

②補正の機会 

（３４条補正） 

明細書、請求の範囲、図

面の補正が複数回可能 

* 規則６６．１ 

* 規則５７．３、５８．１（ｂ） 

** 規則６９．１（a） 

** 条約第３４条（２）(b) 
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ただし、発明の名称、要約書、国際調査報告については、PCT国際出願が
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て、明細書、図面、請求の範囲の補正が可能になるので、その補正の機会を利

用したい、あるいは補正後のPCT国際出願で改めて特許性を判断してほしい、

更に国際予備審査機関の審査官と対話を試み、その対話を通じてPCT国際出

願をより洗練させたい・・・などの戦略的なPCTの活用が考えられます（詳細は、

後述の第４章「４．②補正の機会（３４条補正）」参照）。また、2014年7月１日以降

に予備審査請求のあった案件については、国際調査機関が国際調査を行う時

点においては未公開などの理由で調査できなかった文献についても、国際予備

審査の調査対象とすることとなり（トップアップ調査）、より網羅的な調査結果に基

づく見解を得るために国際予備審査を利用することも可能となっています。 

 

国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際調査報告と国際調査機関

の見解書が出願人に送付された日から3ヶ月又は優先日から22ヶ月のうち、どち

らか遅く満了する日までに国際予備審査の請求書を提出します。また、手数料

の支払いは、国際予備審査機関が請求書を受理した日から1ヶ月又は優先日か
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ら22ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日まで*にする必要があり、手数料が未納

の場合、国際予備審査は開始されません**。 
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補正することができます（以下、34条補正）。補正の対象は明細書、請求の範囲、

図面であり、国際予備審査報告の作成の開始前であれば、複数回行うこと

ができます。また、国際調査機関の見解書に対する答弁書を、必要により、

34条補正とともに提出することができます。 

34条補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。 

a. 34条補正は、国際予備審査機関に対して提出する* 

b. 34条補正は、出願時におけるPCT国際出願の開示の範囲を超えることは

できない** 

c. 34条補正の内容を踏まえた国際予備審査を実施してもらうためには、でき

る限り、国際予備審査の請求時、遅くとも国際予備審査が開始される前ま

でに提出する（※） 

（※）34条補正は、規定では国際予備審査報告の作成が開始される前まで提出が

可能ですが、確実に34条補正を踏まえた国際予備審査を実施してもらうため

には、国際予備審査の請求時に1回目の34条補正を行うことをお勧めしま

す。 

d. 34条補正は、国際予備審査報告の附属書類として、WIPO国際事務局を

経由して各選択国に送達される 

 

国際予備審査の詳細については、特許庁ウェブサイトより、知的財産権

制度説明会（実務者向け）テキスト『国際調査及び国際予備審査』もご参照く

ださい。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/index.html 
 

②補正の機会 

（３４条補正） 

明細書、請求の範囲、図

面の補正が複数回可能 

* 規則６６．１ 

* 規則５７．３、５８．１（ｂ） 

** 規則６９．１（a） 

** 条約第３４条（２）(b) 
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（6）PPCCTT国国際際段段階階ににおおけけるる補補正正（（1199条条補補正正とと3344条条補補正正）） 
 

PCT国際出願は、出願日を確保した上で、国際段階（各指定国での権利化手続に入る前）におい

て、発明の内容をじっくり改善できることも重要なメリットのひとつです。内容の改善に際しては、出願時

の開示の範囲を超えることはできませんが、例えば特許を取りやすい内容に補正する、あるいはより強

い特許へと補正することもできます。 

PCT国際出願を補正する際に考慮するポイントとしては、例えば、①出願時から変化した市場動向

を出願に反映させる、②国際調査、国際予備審査で指摘された事項（否定的な見解など）を出願に

反映させる、③国際標準の動向を出願に反映させる、などが考えられます。 

PCTの国際段階における補正の機会として、19条補正（第４章２．④参照）と34条補正（第４章４．

②参照）があり、２つの補正の特徴、違いは以下のとおりです。 

 

  １９条補正 ３４条補正 

補正できる者 すべての出願人 国際予備審査請求をした出

願人 

補正できる期間 国際調査報告の受領後、 

次のうちいずれか遅く満了す

るまで 

●国際調査報告の送付の日 

から２月 

●優先日から１６月 

●国際予備審査請求時 

又は 

●国際予備審査請求後、国際予

備審査報告の作成の開始前ま

で 

補正の対象 請求の範囲 請求の範囲、明細書、図面 

回数制限 １回限り 制限なし 

提出先 WIPO国際事務局（IB) 国際予備審査機関（IPEA) 

 

なお、上記の2つの補正（19条補正、34条補正）に加えて、条約第28条（及び第41条）は、国内移

行の後にも、各指定官庁において補正の機会を設けることを規定しています。この補正も、もちろん

PCT国際出願時の開示の範囲を超えることは原則認められませんが、最終的には各指定国の国内

法令に従って、補正の手続が行われます。 

補正のできる期間についても、各指定国の国内法令が国内出願に対して認める補正の期間が適

用されます（規則52.1(b)）。日本の場合は、特許法第17条の2の補正がこれに該当するので、PCT国

際出願が特許庁に係属している場合に限り、補正を行うことができます。 

 

 

５５．．国国内内移移行行すするる国国をを決決めめてて手手続続をを行行うう 

権利を取得したい国において、PCT国際出願の実体審査を受けるためには、

条約が規定する国際段階を経て、それらの国々へ国内移行手続*を行わなけれ

ばなりません。さらに、権利を取得したい国への国内移行は、条約で決められた

期間内（国内移行期限19）に行われなければならないため、注意が必要です。な

お、国内移行期限は、優先日から通常30ヶ月以内ですが、例外もありますので

ご注意ください（詳細は用語解説19を参照）。 

PCT国際出願を国内段階に移行させる手続は、以下のような手続を指定官

庁に対して行います**。 

a. 指定官庁が認める言語へPCT国際出願を翻訳した「翻訳文の提出」

（PCT国際出願の言語が指定官庁が認める言語である場合は不要） 

b. 指定国の国内法令が定める場合、「国内手数料の支払い」 

c. 指定国が、PCT国際出願の写しをWIPO国際事務局から未だ入手し

ていない場合には、「PCT国際出願の写しの提出」（※） 

（※）日本も含め、実際に要求する国は少なくなっています。 

出願人が、所定の期間内に国内移行手続を行わない場合、PCT国際出願

は、国内移行がなかった指定国に関しては、PCT国際出願としての効果を失い、

その国の「国内出願」を取り下げたことと同様の結果となります***。 

PCT国際出願が国内に移行した後は、当該指定国の「国内出願」と同等の

取り扱いとなります。したがって、その後の手続はそれらの国が定める国内法令

に従って手続を行います。なかでも、代理人の選任については、ほとんどの指定

官庁が、在外者が特許庁に対して直接手続することを制限しているため、国内

の代理人を立てた上で国内手続を遂行することを国内法令で求めています。 

各国への国内移行手続については、WIPOウェブサイト「PCT出願人の手

引」において、官庁毎に掲載されている「国内段階の概要」を参考にしてくださ

い。 

https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html （※） 
（※）上記は日本語版のURLですが、最新情報は英語版でご確認ください。 

①国内移行期限 

③国内移行後の手続 

* 条約第２２条（１）、 
  条約第３９条(1)(a) 

*** 条約第２４条 

** 条約第２２条（１） 

②国内移行手続 
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（6）PPCCTT国国際際段段階階ににおおけけるる補補正正（（1199条条補補正正とと3344条条補補正正）） 
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補正できる期間 国際調査報告の受領後、 

次のうちいずれか遅く満了す

るまで 
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から２月 

●優先日から１６月 

●国際予備審査請求時 

又は 
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備審査報告の作成の開始前ま
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回数制限 １回限り 制限なし 
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際出願が特許庁に係属している場合に限り、補正を行うことができます。 
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権利を取得したい国において、PCT国際出願の実体審査を受けるためには、

条約が規定する国際段階を経て、それらの国々へ国内移行手続*を行わなけれ

ばなりません。さらに、権利を取得したい国への国内移行は、条約で決められた

期間内（国内移行期限19）に行われなければならないため、注意が必要です。な

お、国内移行期限は、優先日から通常30ヶ月以内ですが、例外もありますので

ご注意ください（詳細は用語解説19を参照）。 
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a. 指定官庁が認める言語へPCT国際出願を翻訳した「翻訳文の提出」

（PCT国際出願の言語が指定官庁が認める言語である場合は不要） 

b. 指定国の国内法令が定める場合、「国内手数料の支払い」 

c. 指定国が、PCT国際出願の写しをWIPO国際事務局から未だ入手し

ていない場合には、「PCT国際出願の写しの提出」（※） 

（※）日本も含め、実際に要求する国は少なくなっています。 

出願人が、所定の期間内に国内移行手続を行わない場合、PCT国際出願

は、国内移行がなかった指定国に関しては、PCT国際出願としての効果を失い、

その国の「国内出願」を取り下げたことと同様の結果となります***。 

PCT国際出願が国内に移行した後は、当該指定国の「国内出願」と同等の

取り扱いとなります。したがって、その後の手続はそれらの国が定める国内法令

に従って手続を行います。なかでも、代理人の選任については、ほとんどの指定

官庁が、在外者が特許庁に対して直接手続することを制限しているため、国内

の代理人を立てた上で国内手続を遂行することを国内法令で求めています。 

各国への国内移行手続については、WIPOウェブサイト「PCT出願人の手

引」において、官庁毎に掲載されている「国内段階の概要」を参考にしてくださ

い。 

https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html （※） 
（※）上記は日本語版のURLですが、最新情報は英語版でご確認ください。 

①国内移行期限 

③国内移行後の手続 

* 条約第２２条（１）、 
  条約第３９条(1)(a) 

*** 条約第２４条 

** 条約第２２条（１） 

②国内移行手続 
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６６．．そそのの他他、、必必要要にに応応じじてて手手続続をを行行うう  

１．～５．でご紹介したPCT国際出願の主な手続以外にも、PCT国際出願制度においては、出願人の利

便性の向上、手続上の軽微なミスを救済することを目的に様々な手続きが設けられています。 

以下では、PCT国際出願の様々な手続について、日本の出願人が日本国特許庁にPCT国際出願を行

い、その後の必要な手続を遂行することを想定しつつ、代表的なものをご紹介します。 

 

① PCT規則4.17に基づく申立て 

PCT規則4.17に基づく申立ては、出願人がPCT国際出願を国内段階に

移行した後に別々の指定官庁からその国の国内的要件*として頻繁に要求さ

れる代表的な証拠事例に関して、出願人がその事実関係を国際段階で申立

て（宣言）すれば、いずれの指定官庁からもそれに関する証拠を要求されな

い（以下（ｖ）を除く）とする手続です。 

ただし、申立てができる手続は、以下の5つの事項に限定され、それぞ

れの事例の内容も一般的、典型的な事例に限られています。これらの事例以

外は、申立てを提出することはできません。なお、申立てが提出された事項で

あっても、指定官庁が合理的な疑義を発見した場合には証拠を要求されるこ

ともあります。 

 

                  ＜申立てができる手続**＞ 

（i）発明者の特定に関する申立て 

（ii）出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て 

（iii）先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て 

（iv）発明者である旨の申立て（米国に国内移行するために提出する） 

（v）不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て 

 

 

 

* 条約第２７条、 
  規則５１の２ 
 

** 規則４．１７（ｉ）～（ｖ） 

 

②優先権の主張の補正（補充）、追加 

優先権主張について、PCT国際出願時に誤って主張した場合、あるいは、

主張し損ねた場合、補正又は追加することができます*。 

手続できる期間は、①「PCT国際出願日から4ヶ月」、又は②「優先日から

16ヶ月」の2つの時点のうち、遅い時点までとなります。 

 

 

なお、補正や追加により、優先日が変更となる場合、上記②「優先日から

16ヶ月」の時点は、「出願時（補正や追加をする前）の優先日から16ヶ月」の時

点（②-1）と「補正/追加された（補正や追加をした後の）優先日から16ヶ月」の

時点(②-2)のうち、早い時点が採用されますのでご留意ください。 

※期限が閉庁日にあたる場合は、後続の最初の開庁日が期限となります。

補正等ができる期間の詳細は、以下のWIPOのウェビナー資料も参照くだ

さい。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/webinars/2021/10
_11_2021.pdf 

* 規則２６の２ 
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６６．．そそのの他他、、必必要要にに応応じじてて手手続続をを行行うう  

１．～５．でご紹介したPCT国際出願の主な手続以外にも、PCT国際出願制度においては、出願人の利

便性の向上、手続上の軽微なミスを救済することを目的に様々な手続きが設けられています。 

以下では、PCT国際出願の様々な手続について、日本の出願人が日本国特許庁にPCT国際出願を行

い、その後の必要な手続を遂行することを想定しつつ、代表的なものをご紹介します。 

 

① PCT規則4.17に基づく申立て 

PCT規則4.17に基づく申立ては、出願人がPCT国際出願を国内段階に

移行した後に別々の指定官庁からその国の国内的要件*として頻繁に要求さ

れる代表的な証拠事例に関して、出願人がその事実関係を国際段階で申立

て（宣言）すれば、いずれの指定官庁からもそれに関する証拠を要求されな

い（以下（ｖ）を除く）とする手続です。 

ただし、申立てができる手続は、以下の5つの事項に限定され、それぞ

れの事例の内容も一般的、典型的な事例に限られています。これらの事例以

外は、申立てを提出することはできません。なお、申立てが提出された事項で

あっても、指定官庁が合理的な疑義を発見した場合には証拠を要求されるこ

ともあります。 

 

                  ＜申立てができる手続**＞ 

（i）発明者の特定に関する申立て 

（ii）出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て 

（iii）先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て 

（iv）発明者である旨の申立て（米国に国内移行するために提出する） 

（v）不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て 

 

 

 

* 条約第２７条、 
  規則５１の２ 
 

** 規則４．１７（ｉ）～（ｖ） 

 

②優先権の主張の補正（補充）、追加 

優先権主張について、PCT国際出願時に誤って主張した場合、あるいは、

主張し損ねた場合、補正又は追加することができます*。 

手続できる期間は、①「PCT国際出願日から4ヶ月」、又は②「優先日から

16ヶ月」の2つの時点のうち、遅い時点までとなります。 

 

 

なお、補正や追加により、優先日が変更となる場合、上記②「優先日から

16ヶ月」の時点は、「出願時（補正や追加をする前）の優先日から16ヶ月」の時

点（②-1）と「補正/追加された（補正や追加をした後の）優先日から16ヶ月」の

時点(②-2)のうち、早い時点が採用されますのでご留意ください。 

※期限が閉庁日にあたる場合は、後続の最初の開庁日が期限となります。

補正等ができる期間の詳細は、以下のWIPOのウェビナー資料も参照くだ

さい。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/webinars/2021/10
_11_2021.pdf 

* 規則２６の２ 
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③優先権の回復 

（１）優先権主張の自動的な維持 

優先権主張を伴うPCT国際出願がパリ条約に基づく優先期間12ヶ月を超

えてなされた場合であっても、PCT国際出願日が優先期間の満了の日から2ヶ

月以内である場合には、直ちに無効とはされず、国際段階の間、優先権主張

は維持されます*。 

このように自動的に維持された優先権主張は、国際調査や国際予備審査

においても考慮されます。さらに、国際段階における期間計算（国内移行のた

めの期間計算も含む）の起算日として、取り扱われます。 

ただし、このように維持された優先権主張について、国内段階移行後にお

いて有効なものとするためには優先権の回復を請求する必要があります。 

 

（２）優先権の回復 

優先権を伴うPCT国際出願が優先期間である12ヶ月の満了の日から2ヶ

月以内にされた場合、出願人の請求により、優先期間を遵守できなかった理

由について各官庁が適用する優先権の回復基準（「期間徒過の理由が故意

でない場合」又は「相当な注意を払ったにも関わらず期間徒過してしまった場

合」）を満たしているときには、優先権を回復することができます*。 

そして、受理官庁で回復が認められた優先権は、原則、当該受理官庁と

同等の基準を採用する指定官庁、及びそれより緩い基準を採用する指定官

庁においてその効力を有します**。 

日本国特許庁は、「期間徒過の理由が故意でない場合」に優先権の回復

を認めます。 

ただし、国によっては、経過措置の適用を受けているために国内段階に

おいて優先権の回復を請求できない場合があります。各国で採用する優先権

の回復基準は異なりますので、優先権の回復に関する各国の最新情報は、

WIPOウェブサイトをご確認ください。

https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html 

 

 

 

 

 

優先期間12ヶ月の満了 

後、2ヶ月以内に出願され

たPCT国際出願の優先日

は国際段階の間維持され

る 

* 規則２６の２．３ 
 

 

優先期間内にPCT国際出
願できなかったことについ

て、その事情により、優先

権の回復が認められる場

合がある 

* 規則２６の２．２ 
 

優先権の回復基準には、

①「故意でない場合」と②

「相当な注意を払った場

合」の2つがある 

日本国特許庁は、より緩

い基準である、①「故意で

ない場合」を採用している 

** 規則４９の３．１、 
規則４９の３．２ 

 

 

④出願後に行う補充手続（うっかりミスの救済） 

出願時に陥りやすいミスの救済を目的として、国際出願の要素（「明細書」又は「請求の範囲」の全部）や

国際出願の部分（「明細書」又は「請求の範囲」の部分、「図面」の全部又は部分）を出願後に補充する手

続があります。以下の（１）と（２）は、補充手続を行うことにより、国際出願日は補充された日に繰り下がりま

すが、例外的に国際出願日が繰り下がらない（当初の国際出願日を維持できる）補充手続として、先の出

願からの引用補充（以下（３））があります。 

（１）出願時に欠落していた要素又は部分を出願後に補充する手続 

当該補充は、例えば以下のようなミスをして出願してしまった場合に利用できます。 

・明細書を作成するときに行った文書のカット＆ペーストのミスで、明細書の一部を脱落し

たままの状態で出願してしまった。 

・図面として図１～図５まで添付すべきところ、最後の図５を添付し忘れて出願してしまっ

た。 

出願時に欠落していた要素又は部分を出願後に補充することにより、当該

要素又は部分をPCT国際出願に含めることができます*。しかし、その国際出

願日は、欠落要素又は部分が提出された日に訂正されます（つまり、国際出願

日が繰り下がります。この例外として、以下（３）の手続があります）。 

なお、欠落部分の提出により国際出願日が繰り下がることが決定され、出

願人がそれを不利であると判断した場合（優先権主張を伴う出願で、優先日か

ら１年経過後の出願日となってしまう場合等）には、出願人は、補充を撤回する

機会があります。補充を撤回した場合には、当該欠落部分は提出されなかった

ものとみなされ、当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかったものと

みなされます（この場合、PCT国際出願は欠落部分のある状態のまま手続が進

むことになります）。

（２）出願時に提出した要素又は部分について、出願後にそれらは誤って提出されたものであると判明した場

合において、正しい要素又は部分を補充する（差し替える）手続 

当該補充は、例えば以下のようなミスをして出願してしまった場合に利用できます。 

・誤って、まったく別案件の明細書や請求の範囲、図面を添付して出願してしまった。

出願時に誤って提出した要素又は部分を、出願後にその誤って提出され

たものに代わるべき正しいものを補充することにより、当該PCT国際出願から

誤った要素又は部分を削除し、正しい要素又は部分に差し替えることができま

す*。しかし、その国際出願日は、正しい要素又は部分が提出された日に訂正

されます（つまり、国際出願日が繰り下がります。この例外として、以下（３）の手

続があります）。 

* 規則20.3、 
規則20.5 

 

* 規則20.5の2 
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③優先権の回復 

（１）優先権主張の自動的な維持 

優先権主張を伴うPCT国際出願がパリ条約に基づく優先期間12ヶ月を超

えてなされた場合であっても、PCT国際出願日が優先期間の満了の日から2ヶ

月以内である場合には、直ちに無効とはされず、国際段階の間、優先権主張

は維持されます*。 

このように自動的に維持された優先権主張は、国際調査や国際予備審査

においても考慮されます。さらに、国際段階における期間計算（国内移行のた

めの期間計算も含む）の起算日として、取り扱われます。 

ただし、このように維持された優先権主張について、国内段階移行後にお

いて有効なものとするためには優先権の回復を請求する必要があります。 

 

（２）優先権の回復 

優先権を伴うPCT国際出願が優先期間である12ヶ月の満了の日から2ヶ

月以内にされた場合、出願人の請求により、優先期間を遵守できなかった理

由について各官庁が適用する優先権の回復基準（「期間徒過の理由が故意

でない場合」又は「相当な注意を払ったにも関わらず期間徒過してしまった場

合」）を満たしているときには、優先権を回復することができます*。 

そして、受理官庁で回復が認められた優先権は、原則、当該受理官庁と

同等の基準を採用する指定官庁、及びそれより緩い基準を採用する指定官

庁においてその効力を有します**。 

日本国特許庁は、「期間徒過の理由が故意でない場合」に優先権の回復

を認めます。 

ただし、国によっては、経過措置の適用を受けているために国内段階に

おいて優先権の回復を請求できない場合があります。各国で採用する優先権

の回復基準は異なりますので、優先権の回復に関する各国の最新情報は、

WIPOウェブサイトをご確認ください。

https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html 

 

 

 

 

 

優先期間12ヶ月の満了 

後、2ヶ月以内に出願され

たPCT国際出願の優先日

は国際段階の間維持され

る 

* 規則２６の２．３ 
 

 

優先期間内にPCT国際出
願できなかったことについ

て、その事情により、優先

権の回復が認められる場

合がある 

* 規則２６の２．２ 
 

優先権の回復基準には、

①「故意でない場合」と②

「相当な注意を払った場

合」の2つがある 

日本国特許庁は、より緩

い基準である、①「故意で

ない場合」を採用している 

** 規則４９の３．１、 
規則４９の３．２ 

 

 

④出願後に行う補充手続（うっかりミスの救済） 

出願時に陥りやすいミスの救済を目的として、国際出願の要素（「明細書」又は「請求の範囲」の全部）や

国際出願の部分（「明細書」又は「請求の範囲」の部分、「図面」の全部又は部分）を出願後に補充する手

続があります。以下の（１）と（２）は、補充手続を行うことにより、国際出願日は補充された日に繰り下がりま

すが、例外的に国際出願日が繰り下がらない（当初の国際出願日を維持できる）補充手続として、先の出

願からの引用補充（以下（３））があります。 

（１）出願時に欠落していた要素又は部分を出願後に補充する手続 

当該補充は、例えば以下のようなミスをして出願してしまった場合に利用できます。 

・明細書を作成するときに行った文書のカット＆ペーストのミスで、明細書の一部を脱落し

たままの状態で出願してしまった。 

・図面として図１～図５まで添付すべきところ、最後の図５を添付し忘れて出願してしまっ

た。 

出願時に欠落していた要素又は部分を出願後に補充することにより、当該

要素又は部分をPCT国際出願に含めることができます*。しかし、その国際出

願日は、欠落要素又は部分が提出された日に訂正されます（つまり、国際出願

日が繰り下がります。この例外として、以下（３）の手続があります）。 

なお、欠落部分の提出により国際出願日が繰り下がることが決定され、出

願人がそれを不利であると判断した場合（優先権主張を伴う出願で、優先日か

ら１年経過後の出願日となってしまう場合等）には、出願人は、補充を撤回する

機会があります。補充を撤回した場合には、当該欠落部分は提出されなかった

ものとみなされ、当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかったものと

みなされます（この場合、PCT国際出願は欠落部分のある状態のまま手続が進

むことになります）。

（２）出願時に提出した要素又は部分について、出願後にそれらは誤って提出されたものであると判明した場

合において、正しい要素又は部分を補充する（差し替える）手続 

当該補充は、例えば以下のようなミスをして出願してしまった場合に利用できます。 

・誤って、まったく別案件の明細書や請求の範囲、図面を添付して出願してしまった。

出願時に誤って提出した要素又は部分を、出願後にその誤って提出され

たものに代わるべき正しいものを補充することにより、当該PCT国際出願から

誤った要素又は部分を削除し、正しい要素又は部分に差し替えることができま

す*。しかし、その国際出願日は、正しい要素又は部分が提出された日に訂正

されます（つまり、国際出願日が繰り下がります。この例外として、以下（３）の手

続があります）。 

* 規則20.3、 
規則20.5 

 

* 規則20.5の2 
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なお、当該補充手続により国際出願日が繰り下がることが決定され、出願

人がそれを不利であると判断した場合（優先権主張を伴う出願で、優先日から１

年経過後の出願日となってしまう場合等）には、出願人は、補充を撤回する機

会があります。補充を撤回した場合には、正しい要素又は部分は提出されな

かったものとみなされ、当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかった

ものとみなされます（この場合、PCT国際出願は誤った要素又は部分で構成さ

れたまま手続が進むことになります）。 

（３）優先権主張の基礎となる出願の内容から引用して補充する手続（引用補充） 

 

当該補充は、以下すべてに該当する場合に利用できます。 

・優先権主張を伴う出願を行った。 

・上記（１）（２）で例示したようなミスが出願後に発覚。 

・優先権主張の基礎となる先の出願に、欠落していた要素又は部分、あるいは正しい

要素又は部分が含まれている。 

a. 欠落要素又は部分の引用補充 

PCT国際出願における優先権主張の基礎となる出願に、欠落要素又は部

分が完全に含まれていることを受理官庁が認める場合、国際出願日が繰り下が

ることなく（維持されたまま）、欠落要素又は部分を補充できます*。 

 

b. 正しい要素又は部分の引用補充 

PCT国際出願における優先権主張の基礎となる出願に、出願時に誤って

提出してしまった要素又は部分に代わるべき正しい要素又は部分が完全に含

まれていることを受理官庁が認める場合、国際出願日が繰り下がることなく（維

持されたまま）、正しい要素又は部分を補充できます*。ただし、誤って提出して

しまった要素又は部分も削除されることなく、当該PCT国際出願の一部として

残ります。 

 

※（３）については、国内法令との不適合のため、経過規定を適用し、引用による補充を認めていない官庁

（受理官庁・指定官庁）での扱いには注意が必要です。 

詳細については、特許庁ウェブサイトをご参照ください。 
a. https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/inyo_hojyu.html 

（４ 注意事項） 
b. https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/meisai-hoju.html 

（３ 引用による補充についての注意事項） 

 

 

 

* 規則20.6 
 

* 規則20.6 
 

 

 

⑤明白な誤記の訂正 

出願人は、PCT国際出願、又はその他の書類に明白な誤記がある場合、

その誤記の訂正を請求することができます*。 

訂正の対象により、権限のある機関（受理官庁、国際調査機関、国際予

備審査機関、又はWIPO国際事務局）に対し、優先日から26月以内に手続を

行います。 

 

 

⑥PCT国際出願の取下げ 

出願人は、優先日から30ヶ月が満了するまでの間、PCT国際出願を取り

下げることができます*。PCT国際出願を取り下げた場合、指定国における国

内出願の取下げと同じ効果をもってPCT国際出願の効果が消滅します（指定

官庁がPCT国際出願の処理又は審査を開始している場合を除きます）**。 

PCT国際出願の取下げは、PCT国際出願制度のメリットを有効に活用

すれば、国際調査の結果を得ながら、その発明の内容を国際公開させない

ことが可能です。そのためには、WIPO国際事務局において国際公開の技術

的準備が完了する前までに、国際出願取下書がWIPO国際事務局に到達し

ている必要があります。よって、国際出願取下書をWIPO国際事務局に直接

提出する場合は、優先日から17ヶ月までに、受理官庁に提出する場合は、優

先日から16ヶ月までに提出してください。 

 

⑦優先権の主張の取下げ 

出願人は、優先日から30ヶ月が満了するまでの間、優先権主張を取り下

げることができます*。 

優先権主張の取下げによって優先日に変更が生じる場合、変更前の優

先日から起算してまだ満了していない期間は、変更後の新たな優先日から

改めて起算されます。 

ただし、国際公開の技術的準備が完了した後に、優先権の主張取下書

がWIPO国際事務局に到達した場合は、変更前の優先日から起算して国際

公開が行われるので、注意してください。 

 

⑧指定国の指定の取下げ 

PCT国際出願は、その出願日の時点で有効なすべてのPCT加盟国を

指定したものとみなされますが（みなし全指定）、出願人は、優先日から30ヶ

* 規則９１ 
   

* 規則９０の２．１ 
 
** 条約第２４条（１）（ｉ） 
  規則９０の２．６ 
   

* 規則９０の２．２ 

* 規則９０の２．３ 
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なお、当該補充手続により国際出願日が繰り下がることが決定され、出願

人がそれを不利であると判断した場合（優先権主張を伴う出願で、優先日から１

年経過後の出願日となってしまう場合等）には、出願人は、補充を撤回する機

会があります。補充を撤回した場合には、正しい要素又は部分は提出されな

かったものとみなされ、当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかった

ものとみなされます（この場合、PCT国際出願は誤った要素又は部分で構成さ

れたまま手続が進むことになります）。 

（３）優先権主張の基礎となる出願の内容から引用して補充する手続（引用補充） 

 

当該補充は、以下すべてに該当する場合に利用できます。 

・優先権主張を伴う出願を行った。 

・上記（１）（２）で例示したようなミスが出願後に発覚。 

・優先権主張の基礎となる先の出願に、欠落していた要素又は部分、あるいは正しい

要素又は部分が含まれている。 

a. 欠落要素又は部分の引用補充 

PCT国際出願における優先権主張の基礎となる出願に、欠落要素又は部

分が完全に含まれていることを受理官庁が認める場合、国際出願日が繰り下が

ることなく（維持されたまま）、欠落要素又は部分を補充できます*。 

 

b. 正しい要素又は部分の引用補充 

PCT国際出願における優先権主張の基礎となる出願に、出願時に誤って

提出してしまった要素又は部分に代わるべき正しい要素又は部分が完全に含

まれていることを受理官庁が認める場合、国際出願日が繰り下がることなく（維

持されたまま）、正しい要素又は部分を補充できます*。ただし、誤って提出して

しまった要素又は部分も削除されることなく、当該PCT国際出願の一部として

残ります。 

 

※（３）については、国内法令との不適合のため、経過規定を適用し、引用による補充を認めていない官庁

（受理官庁・指定官庁）での扱いには注意が必要です。 

詳細については、特許庁ウェブサイトをご参照ください。 
a. https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/inyo_hojyu.html 

（４ 注意事項） 
b. https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/meisai-hoju.html 

（３ 引用による補充についての注意事項） 

 

 

 

* 規則20.6 
 

* 規則20.6 
 

 

 

⑤明白な誤記の訂正 

出願人は、PCT国際出願、又はその他の書類に明白な誤記がある場合、

その誤記の訂正を請求することができます*。 

訂正の対象により、権限のある機関（受理官庁、国際調査機関、国際予

備審査機関、又はWIPO国際事務局）に対し、優先日から26月以内に手続を

行います。 

 

 

⑥PCT国際出願の取下げ 

出願人は、優先日から30ヶ月が満了するまでの間、PCT国際出願を取り

下げることができます*。PCT国際出願を取り下げた場合、指定国における国

内出願の取下げと同じ効果をもってPCT国際出願の効果が消滅します（指定

官庁がPCT国際出願の処理又は審査を開始している場合を除きます）**。 

PCT国際出願の取下げは、PCT国際出願制度のメリットを有効に活用

すれば、国際調査の結果を得ながら、その発明の内容を国際公開させない

ことが可能です。そのためには、WIPO国際事務局において国際公開の技術

的準備が完了する前までに、国際出願取下書がWIPO国際事務局に到達し

ている必要があります。よって、国際出願取下書をWIPO国際事務局に直接

提出する場合は、優先日から17ヶ月までに、受理官庁に提出する場合は、優

先日から16ヶ月までに提出してください。 

 

⑦優先権の主張の取下げ 

出願人は、優先日から30ヶ月が満了するまでの間、優先権主張を取り下

げることができます*。 

優先権主張の取下げによって優先日に変更が生じる場合、変更前の優

先日から起算してまだ満了していない期間は、変更後の新たな優先日から

改めて起算されます。 

ただし、国際公開の技術的準備が完了した後に、優先権の主張取下書

がWIPO国際事務局に到達した場合は、変更前の優先日から起算して国際

公開が行われるので、注意してください。 

 

⑧指定国の指定の取下げ 

PCT国際出願は、その出願日の時点で有効なすべてのPCT加盟国を

指定したものとみなされますが（みなし全指定）、出願人は、優先日から30ヶ

* 規則９１ 
   

* 規則９０の２．１ 
 
** 条約第２４条（１）（ｉ） 
  規則９０の２．６ 
   

* 規則９０の２．２ 

* 規則９０の２．３ 
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月が満了するまでの間、指定国の指定を取り下げることができます*。指定

を取り下げた場合、その指定国においては、国内出願の取下げと同じ効果

をもってPCT国際出願の効果が消滅します**。なお、優先権主張の基礎と

なる先の国内出願がみなし取下げとなる国（日本、韓国、ドイツ）の指定の

取下げは、PCT国際出願願書においても行うことが可能です。 

 

 

 

（7）国国内内優優先先権権主主張張のの基基礎礎ととななるる先先のの出出願願ののみみななしし取取下下げげ 

 

PCT国際出願は、１つの出願書類を条約に従って提出することにより、すべての条約加盟国に出願し

た効果が生じる制度であり、その条約加盟国には日本も含まれます。よって、日本の国内出願を基礎出

願（先の出願）とする優先権主張を伴ってPCT国際出願（後の出願）をする場合、指定国日本では、そ

の優先権主張は、特許法第41条に規定する「国内優先権主張」として扱われます。その結果、国内優

先権の成立要件を満たしている場合、先の出願は、その出願日から16ヶ月を経過したときに取り下げら

れたものとみなされます（特許法第42条第1項）。 

そこで、日本の国内出願を基礎出願（先の出願）とする優先権主張を伴ってPCT国際出願（後の出

願）をする場合、出願人はまず、日本においての権利化を先の出願と後の出願のどちらで進めるかを検

討することが重要です。そして、日本において先の出願で権利化を進める場合は、先の出願のみなし取

下げを回避するために、以下の３つのいずれかの手続を確実に行う必要があります。 

 

①日本の指定「除外」を行う 

【いつ？】    出願時 

【どうやって？】 PCT国際出願願書（第Ⅴ欄）に設けられた日本のチェックボックスにチェックをして日

本の指定を除外する 

【効果は？】   PCT国際出願は、当初から日本を指定しない出願となる 

（日本に対して国内移行はできなくなる） 

 

②日本の指定「取下げ」を行う 

【いつまでに？】 先の出願がみなし取下げとなる前まで 

（＝先の出願の出願日から１6ヶ月まで） 

【どうやって？】 「指定国の指定取下書」を受理官庁に提出する 

【効果は？】   PCT国際出願は、指定国日本に対して国内移行できなくなる 

 

③「国内優先権の主張の取下げ」 

【いつまでに？】 先の出願がみなし取下げとなる前まで 

（＝先の出願の出願日から16ヶ月まで） 

【どうやって？】 「上申書」を受理官庁である日本国特許庁に提出する 

【効果は？】 国内優先権の基礎となる先の国内出願と、国内移行したPCT国際出願の両方が、

国内優先権に関係なく（独立した出願として）、ともに日本の国内手続に係属すること

になる 

 

** 条約第２４条（１）（ｉ） 

 

 

（8）ＰＰＣＣＴＴ国国際際出出願願ににおおけけるる期期間間管管理理  

 

※本テキスト冒頭の見開きページに、主要な手続期間を一覧にした表がございます。ぜひご活用ください。 

 

＜ＰＣＴ国際出願の手続における期間計算の基本＞ 

☑特許庁に書類が到達した日が、特許庁が受理した日（書類の提出日）となります（到達主義）。 
☑期間は、「優先日から○ヶ月」と規定する場合が多いです。PCT手続において期間の計算上、「優先日」とは、

優先権主張の基礎となる先の出願のうち最先の出願日であり、優先権主張を伴わない場合は国際出願日を

優先日とします（条約第2条（xi））。 

☑月をもって定めた期間は、事象が生じた日の翌日を起算日とし（初日不算入）、該当するその後の月において
当該事象が生じた日に応当する日に満了します。ただし、その月に応当する日がないときは、その月の末日に

満了します（規則80.2）。 

例： 手続補正命令への応答期間（補正命令の発送日から2ヶ月） 

   ①補正命令の発送日が4月10日の場合 

       →起算日は4月11日、「該当するその後の月」は6月、「当該事象が生じた日に応答する日」は10日。よって、6月

10日に応答期間が満了する（6月10日必着で応答する必要あり）。 

        ②補正命令の発送日が7月31日の場合 

       →起算日は8月1日、「該当するその後の月」は9月、「当該事象が生じた日に応答する日」 は31日。しかし9月の

末日は30日。よって、9月30日に応答期間が満了する（9月30日必着で応答する必要あり）。 

☑期間の末日が官庁の就業日でない（又は通常の郵便物が配達されない日の）場合、その期間は後続の最初の
就業日に満了します（規則80.5）。 

＜WIPOウェブサイトが提供する PPCCTT期期間間計計算算シシスステテムム（（PPCCTT  TTiimmee  LLiimmiitt  CCaallccuullaattoorr））＞ 

WIPOウェブサイトが提供するPCT期間計算システム（WIPOウェブサイト内の掲載場所についてはP42参照）で

は、最先の優先日（優先権主張をしない場合は国際出願日）などを入力することで、国際公開予定日や国内移

行期限など、国際段階のさまざまな手続期限日がわかります。 

ただし、このシステムでは機械的に期限日を計算表示しているだけで、WIPO国際事務局や各国国内官庁の閉

庁日は考慮されていません。あくまでも目安としてご利用ください。 
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月が満了するまでの間、指定国の指定を取り下げることができます*。指定

を取り下げた場合、その指定国においては、国内出願の取下げと同じ効果

をもってPCT国際出願の効果が消滅します**。なお、優先権主張の基礎と

なる先の国内出願がみなし取下げとなる国（日本、韓国、ドイツ）の指定の

取下げは、PCT国際出願願書においても行うことが可能です。 

 

 

 

（7）国国内内優優先先権権主主張張のの基基礎礎ととななるる先先のの出出願願ののみみななしし取取下下げげ 

 

PCT国際出願は、１つの出願書類を条約に従って提出することにより、すべての条約加盟国に出願し

た効果が生じる制度であり、その条約加盟国には日本も含まれます。よって、日本の国内出願を基礎出

願（先の出願）とする優先権主張を伴ってPCT国際出願（後の出願）をする場合、指定国日本では、そ

の優先権主張は、特許法第41条に規定する「国内優先権主張」として扱われます。その結果、国内優

先権の成立要件を満たしている場合、先の出願は、その出願日から16ヶ月を経過したときに取り下げら

れたものとみなされます（特許法第42条第1項）。 

そこで、日本の国内出願を基礎出願（先の出願）とする優先権主張を伴ってPCT国際出願（後の出

願）をする場合、出願人はまず、日本においての権利化を先の出願と後の出願のどちらで進めるかを検

討することが重要です。そして、日本において先の出願で権利化を進める場合は、先の出願のみなし取

下げを回避するために、以下の３つのいずれかの手続を確実に行う必要があります。 

 

①日本の指定「除外」を行う 

【いつ？】    出願時 

【どうやって？】 PCT国際出願願書（第Ⅴ欄）に設けられた日本のチェックボックスにチェックをして日

本の指定を除外する 

【効果は？】   PCT国際出願は、当初から日本を指定しない出願となる 

（日本に対して国内移行はできなくなる） 

 

②日本の指定「取下げ」を行う 

【いつまでに？】 先の出願がみなし取下げとなる前まで 

（＝先の出願の出願日から１6ヶ月まで） 

【どうやって？】 「指定国の指定取下書」を受理官庁に提出する 

【効果は？】   PCT国際出願は、指定国日本に対して国内移行できなくなる 

 

③「国内優先権の主張の取下げ」 

【いつまでに？】 先の出願がみなし取下げとなる前まで 

（＝先の出願の出願日から16ヶ月まで） 

【どうやって？】 「上申書」を受理官庁である日本国特許庁に提出する 

【効果は？】 国内優先権の基礎となる先の国内出願と、国内移行したPCT国際出願の両方が、

国内優先権に関係なく（独立した出願として）、ともに日本の国内手続に係属すること

になる 

 

** 条約第２４条（１）（ｉ） 

 

 

（8）ＰＰＣＣＴＴ国国際際出出願願ににおおけけるる期期間間管管理理  

 

※本テキスト冒頭の見開きページに、主要な手続期間を一覧にした表がございます。ぜひご活用ください。 

 

＜ＰＣＴ国際出願の手続における期間計算の基本＞ 

☑特許庁に書類が到達した日が、特許庁が受理した日（書類の提出日）となります（到達主義）。 
☑期間は、「優先日から○ヶ月」と規定する場合が多いです。PCT手続において期間の計算上、「優先日」とは、

優先権主張の基礎となる先の出願のうち最先の出願日であり、優先権主張を伴わない場合は国際出願日を

優先日とします（条約第2条（xi））。 

☑月をもって定めた期間は、事象が生じた日の翌日を起算日とし（初日不算入）、該当するその後の月において
当該事象が生じた日に応当する日に満了します。ただし、その月に応当する日がないときは、その月の末日に

満了します（規則80.2）。 

例： 手続補正命令への応答期間（補正命令の発送日から2ヶ月） 

   ①補正命令の発送日が4月10日の場合 

       →起算日は4月11日、「該当するその後の月」は6月、「当該事象が生じた日に応答する日」は10日。よって、6月

10日に応答期間が満了する（6月10日必着で応答する必要あり）。 

        ②補正命令の発送日が7月31日の場合 

       →起算日は8月1日、「該当するその後の月」は9月、「当該事象が生じた日に応答する日」 は31日。しかし9月の

末日は30日。よって、9月30日に応答期間が満了する（9月30日必着で応答する必要あり）。 

☑期間の末日が官庁の就業日でない（又は通常の郵便物が配達されない日の）場合、その期間は後続の最初の
就業日に満了します（規則80.5）。 

＜WIPOウェブサイトが提供する PPCCTT期期間間計計算算シシスステテムム（（PPCCTT  TTiimmee  LLiimmiitt  CCaallccuullaattoorr））＞ 

WIPOウェブサイトが提供するPCT期間計算システム（WIPOウェブサイト内の掲載場所についてはP42参照）で

は、最先の優先日（優先権主張をしない場合は国際出願日）などを入力することで、国際公開予定日や国内移

行期限など、国際段階のさまざまな手続期限日がわかります。 

ただし、このシステムでは機械的に期限日を計算表示しているだけで、WIPO国際事務局や各国国内官庁の閉

庁日は考慮されていません。あくまでも目安としてご利用ください。 
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第第５５章章    PPCCTT国国際際出出願願にに関関すするる情情報報のの入入手手  

 特許庁やWIPO国際事務局は、PCT国際出願制度を利用する方々に対して、さまざまな媒体を

活用しながら最新情報をわかりやすく提供しています。 

第5章では、特許庁及びWIPOウェブサイトについてご紹介します。PCT国際出願制度の活用に

お役立てください。 

＜特許庁ウェブサイトのトップページ（イメージ）＞ https://www.jpo.go.jp/ 

①「制度から探す」をクリック

②「国際出願」をクリック

＜特許庁ウェブサイトのトップページ（イメージ）＞（続き） 

④参照したい項目をクリック

③「特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に関して」をクリック

※「特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に関するページ一覧を見る」をクリックいただくと、

上記④に示した項目内容がすべて一覧で表示されます。 

（詳細は p.39、40 をご参照ください） 
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＜特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に関するページ一覧「国際出願（特許）」（イメージ）＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/index.html 

 

 

 

 

 

PCT国際出願制度の概要はこちら 

PCT国際出願の制度から手続まで、動画で紹介しています 

受理官庁（国際段階）の手続や様式の記載例はこちら 

 

 

＜特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に関するページ一覧「国際出願（特許）」（イメージ）＞（続き） 

 

 

 

 

 

よくあるご質問に対する回答はこちら 

指定官庁（国内段階）の手続や様式の記載例はこちら 

最新の料金情報はこちら 

軽減申請書の書き方や対象要件はこちら 

─ 38─

24-08-377_02 本文.indd   3824-08-377_02 本文.indd   38 2024/09/20   19:20:252024/09/20   19:20:25



 

 

 

＜特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に関するページ一覧「国際出願（特許）」（イメージ）＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/index.html 

 

 

 

 

 

PCT国際出願制度の概要はこちら 

PCT国際出願の制度から手続まで、動画で紹介しています 
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軽減申請書の書き方や対象要件はこちら 

─ 39─

24-08-377_02 本文.indd   3924-08-377_02 本文.indd   39 2024/09/20   19:20:252024/09/20   19:20:25



 

 

＜特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に関するページ一覧「国際出願（特許）」（イメージ）＞（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際調査・国際予備審査の内容についてはこちら 

特許協力条約、規則、実施細則の原文はこちら 

 

 

WIPO国際事務局が提供するPCT関連情報は年々充実しており、

役立つ情報を日本語で入手することもできます。例えば、PCTの条約・

規則・実施細則の本文や、各国の情報を掲載している「PCT出願人の手

引」、毎月発行される「PCTニュースレター」、WIPO国際事務局を受理官

庁とする場合のPCT国際出願の手続等について、日本語で確認するこ

とができます。 

 

＜WIPO日本語版ウェブサイト（イメージ）＞ https://www.wipo.int/pct/ja/ 

 

WIPOによる 
PCT関連情報の提供 

言語を選択できます 

PCT締約国一覧へのリンク 
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WIPOによる 
PCT関連情報の提供 

言語を選択できます 

PCT締約国一覧へのリンク 

─ 41─

24-08-377_02 本文.indd   4124-08-377_02 本文.indd   41 2024/09/20   19:20:262024/09/20   19:20:26



 

 

 

    ＜WIPO日本語版ウェブサイト（イメージ）＞（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース一覧 

PCTニュースレター（最新情報、実務的なアドバイスを掲載）、

年次報告等を掲載 

①PCT条約、②PCT規則、③実施細則本文 

※日本語訳へのリンクあり 

PATENTSCOPEへのリンク 

（国際公開（P23）、出願検索(P4４～P4５)に関連） 

PCT出願人の手引へのリンク 

（出願手続、各国への手続に関する情報を掲載） 

WIPO国際事務局を受理官庁とする場合の 

PCT国際出願の手続へのリンク 

期間計算システムへのリンク

（P35のコラム（8）に関連） 

 

 

 

＜WIPO日本語版ウェブサイト（イメージ）＞（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際出願の提出方法等が確認できます 

問い合わせ内容に応じた連絡先が確認できます 
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国際出願の提出方法等が確認できます 

問い合わせ内容に応じた連絡先が確認できます 
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日本語による検索をはじめとして、個別のPCT国際出願に関する情

報提供は、WIPOウェブサイト上の「PATENTSCOPE 国際・国内特許

データベース検索」を通じて行われています。 

出願番号や公開番号による照会機能に加え、特定の技術用語を

用いたキーワードによる検索も可能となっています。また、自分自身の出

願の公開情報を確認することにとどまらず、関心のある技術分野の出願

傾向を探ること、特定の出願の各国への国内移行状況を調査することと

いった様々な使い方が可能となっています。 

 

＜PATENTSCOPE（イメージ）＞ https://patentscope2.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf 

 

PATENTSCOPE において、個別の出願に関する各種情報は次

ページのように表示されます。国際公開の内容に加え、一定期間経

過後には、その出願に関する各種情報が閲覧可能になります。 

 

WIPOによる 
出願検索サービス 
「PATENTSCOPE」 

言語を選択できます 

 

出願番号や、出願人氏名、国際特許分類など 

検索したい項目を入力します。 

複数の条件を入力して検索することもできます。 

日本語キーワードでの検索も可能です。 

（検索対象外の出願もあります） 

 

 

 

 

 ＜PATENTSCOPEにおける個別の PCT国際出願情報（イメージ）＞ 

 

（※）2017年7月のPCT規則改正に伴い、すべてのPCT加盟国より、自国に

国内移行した出願に関する情報がWIPO国際事務局に提供されること

となりました（規則86及び95）。しかし、情報提供のタイミングは国に

よって異なります。つまり、「PATENTSCOPE 国際・国内特許データ

ベース検索」で参照可能な国内移行情報は、あくまでWIPO国際事務

局が入手した範囲内の情報となり、国内移行した国として表示されて

いない場合であっても、国内移行されていることもあります。この点を

踏まえて本データベースを利用するよう、WIPO国際事務局も注意を

促しています。 

 

 

 

 

 

 

 

明細書、請求の範囲 

 
国内移行した国の情報（※） 

 

国際公開公報や国際調査報告、 

国際予備報告、優先権書類などは、 

こちらからご参照いただけます 
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 （9）WIPOが提供するオンラインポータルサイト eePPCCTT 
  

ePCTとは、出願人と各官庁間のPCT国際出願に関する手続を、インターネット上で行うた

めのサービスです。国際公開言語（日本語含む）で利用することができ、手続以外にも、

ePCT上で国際調査報告をダウンロードすること等が可能であり、各種機能が順次拡充されて

います。2024年9月現在、ePCTで行うことのできる手続は、国際事務局 (IB) と一部官庁

（※）に対するものに限られていますが、ePCTでの手続を受理する官庁も増えてきています。 

 

  ePCTの利用にはアカウントの作成（ステップ１）が必須で、ステップ２、ステップ３の設定を追

加することにより、利用可能な機能が増えます。 

 

  ステップ１ 「WIPOユーザ アカウント」の作成 

ステップ１のみで利用可能な機能：国際事務局 へのPCT中間書類の提出、第三者情報提供 

  ステップ２ 「高度な認証方法」の設定 

    （プッシュ通知やワンタイムパスワード等４つのオプションから「高度な認証方法」を選びます。） 

ステップ２までで利用可能となる機能：ePCTを用いた新規国際出願の作成や提出 

  ステップ３ 「ePCTアクセス権」の設定 

    （ePCTを用いて各国際出願へのアクセス権を設定します。） 

ステップ３までで利用可能となる機能：個別案件情報の閲覧、国際調査報告の閲覧、タイムラインの表示、

国際出願手続の期日等の「イベント」に関する自動通知等 

（※）日本国特許庁（受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関）への手続にePCTは利用できません。 

一方で、日本国特許庁（RO/JP）にPCT国際出願した場合であっても、上述のステップ１～３を行うことで、

ePCT上で当該ＰＣＴ国際出願を閲覧・管理することが可能です。またステップ２までをWIPOウェブサイトで済

ませておけば、ステップ３の「ePCTアクセス権の設定」については、日本国特許庁にオンライン（インターネット

出願ソフト）でＰＣＴ国際出願する際に行うこともできます。ステップ３をインターネット出願ソフトでの出願時に

行う方法は以下のとおりです。 

 

(1)インターネット出願ソフトで出願する前に、ePCT ホームページからカスタマーID, アクセス権コードを取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2)インターネット出願ソフトで出願する際にポップアップで現れる「ePCT アクセス権の取得」画面に、(1)で取得し

たカスタマーID、アクセス権コードを貼り付ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★詳細はＷＩＰＯウェブサイトや特許庁HPでご確認ください★ 

＜ePCTログインページ＞（「WIPOユーザ アカウント」作成はこちら） 

https://pct.wipo.int/ePCT/about-epct.xhtml?goto=https%3A% 

2F%2Fpct.wipo.int%3A443%2FePCT%2F&lang=ja 

 
＜ePCTを利用したWIPO国際事務局（IB）との通信手段＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/ib.html 

 

本ポップアップは開発中の画面であり、2024 年 12 月に実装

予定です（アクセス権の設定は現在も可能です）。 
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■■PCT 国際出願制度に関する各種問い合わせ先■■ 

 

【日本国特許庁へのお問い合わせ】 

代表： ０３－３５８１－１１０１ 

 

（１） PCT国際出願の制度について 

審査業務部 出願課 国際出願室 企画調査班               内線 ２６４２ 

 

（２） PCT国際出願の出願手続について 

審査業務部 出願課 国際出願室 受理官庁担当             内線 ２６４３ 

 

（３） 日本への国内移行手続について 

審査業務部 審査業務課 方式審査室 指定官庁担当         内線 ２６４４ 

 

 

 

【WIPO国際事務局へのお問い合わせ】 

（１） WIPO／PCT一般相談：PCTインフォメーションサービス（PCT Infoline）（原則英語） 

電話  ：（４１－２２）３３８－８３３８ 

E-mail ：pct.infoline@wipo.int 

電話の問い合わせで日本語を希望する場合は、その旨お伝えください。 

E-mailの問い合わせは日本語も可能です。 

 

（２） 日本国特許庁を受理官庁として出願した個別のPCT国際出願に関する質問 

① 国際出願番号の末尾が００～４９のPCT国際出願に関して（日本語可） 

電話 ：（４１－２２）３３８－７４０７ 

E-mail：pct.team7@wipo.int  

 

② 国際出願番号の末尾が５０～９９のPCT国際出願に関して（日本語可） 

    電話 ：（４１－２２）３３８－７４０８ 

E-mail：pct.team8@wipo.int 
 

（３） 受理官庁としてのWIPO国際事務局（RO/IB）（英語のみ） 

電話 ：（４１－２２）３３８－９２２２ 

E-mail：ro.ib@wipo.int 
 

 

    （４） ePCTに関する質問：PCT eServices Help Desk（原則英語） 

      電話 ：（４１－２２）３３８－９５２３ 

 

 

       

      E-mail： pct.eservices@wipo.int 

電話の問い合わせで日本語を希望する場合は、その旨お伝えください。 

E-mailの問い合わせは日本語も可能です。 

なお、ePCT に関するお問い合わせであっても、個別案件に関わる場合、 

Operations Division にお問い合わせいただくことも可能です。 
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■■■■用用語語解解説説■■■■  
 

1 特特許許協協力力条条約約  （（PPaatteenntt  CCooooppeerraattiioonn  TTrreeaattyy  ::  PPCCTT））  

特許にかかる発明を多くの国々に出願する際の出願人の労力、費用的な負担を軽減し、かつ各

国特許庁が行う手続負担と重複業務の軽減を目的として、1970年6月にワシントンで採択された

条約です。1978年に条約が発効し、日本も同年 10月からの加盟国です。 

PCTは、「発明の保護のための出願並びにその出願にかかる（先行技術）調査及び（予備的な）審

査における協力」などを目的としており（条約第 1条）、PCT国際出願をした発明が各国において

特許を受けられるかどうかについては、各国の実体審査に委ねられています。 
 
2 優優先先日日  ((PPrriioorriittyy  DDaattee))  

PCT国際出願に関する多くの期間を計算する起算日となる優先日は、①PCT国際出願が優先権

の主張を伴う場合、その優先権主張の基礎となる出願の日をいい、②基礎となる出願（国内出願、

PCT国際出願など）が 2件以上ある場合には、そのうちの最先の出願の出願日となります。また、

優先権の主張を伴わない PCT国際出願の優先日は、③PCT国際出願の国際出願日です（条約

第 2条）。 
 
3 国国際際調調査査  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchh））  

PCT国際出願の請求の範囲について関連のある先行技術を発見することを目的として、国際調

査機関（用語解説 12参照）が行います（条約第 15条）。 
 
4 国国際際調調査査報報告告  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchh  RReeppoorrtt  ::  IISSRR））  

国際調査機関は、国際調査機関による調査用写しの受領から 3 ヶ月、又は優先日から 9 ヶ月の

うちいずれか遅く満了する期間までに、国際調査報告を作成します。国際調査報告には、国際調

査を行った分類、関連する技術に関する文献、発明の単一性に関する注釈などが記載されます

（条約第 18条）。 
 
5 国国際際調調査査機機関関のの見見解解書書  （（WWrriitttteenn  OOppiinniioonn  ooff  tthhee  IISSAA  ::  WWOOSSAA））  

国際調査機関は、国際調査報告を作成すると同時に、国際調査機関の見解書を作成します。国

際調査機関の見解書には、出願された発明が特許性（新規性、進歩性、産業上の利用可能性）

を満たしているか、条約に定める要件を満たしているかなど、PCT第34条（2）に掲げる要件に対し

ての肯定、否定の見解が記載されます。国際調査機関の見解書に対して、出願人は国際予備審

査を請求することで、反論、抗弁の機会が与えられます（規則 43の 2.1）。 
 
6 国国際際予予備備審審査査  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinnaattiioonn））  

PCT国際出願は、出願人の請求により国際予備審査の対象となります。国際予備審査は、請求

の範囲に記載されている発明が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するものと認めら

れるかどうかについて、予備的な、かつ拘束力のない見解を示すことを目的として国際予備審査

機関（用語解説 15参照）が行います（条約第 31条、条約第 33条）。 
 
7 翻翻訳訳文文  （（TTrraannssllaattiioonn  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  AApppplliiccaattiioonn））  

出願人は、PCT国際出願の明細書、請求の範囲、図面の文言、要約を、指定官庁が定める所定

の言語に翻訳した翻訳文を提出します（条約第 22条、条約第 39条）。ただし、所定の期間内に

手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日か

ら 2ヶ月以内で期間の経過後1年以内であれば所定の期間徒過後の手続が許容されます。また、

19条補正、34条補正が国際段階で行われた場合には、それらの翻訳文も国内移行期限内に提

 

 

 
出しなければなりません。その提出がない場合、19条補正、34条補正は国際段階で行われな

かったものとみなされます。 
 
8 指指定定国国  ((DDeessiiggnnaatteedd  SSttaattee))／／指指定定官官庁庁  （（DDeessiiggnnaatteedd  OOffffiiccee  ::  DDOO））  

PCT国際出願願書において、出願人が発明の保護を求めるために指定した加盟国です。また、そ

の加盟国の官庁は、指定官庁と呼ばれます（条約第 4条）。 
 
9 受受理理官官庁庁  （（RReecceeiivviinngg  OOffffiiccee  ::  RROO））  

PCT国際出願の出願を受け付ける官庁であり、通常は出願人がその居住者、又は国民である締

約国の国内官庁（特許庁）が受理官庁となります。受理官庁は、PCT国際出願を点検し、条約に

従って処理をします（条約第 10条）。 
 
10 国国際際段段階階  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPhhaassee））  

PCT国際出願が出願され、国際出願日が付与されてから、その PCT国際出願が指定国の国内

段階に移行するまでの期間をいいます。国際段階の手続は、条約や規則において手続が規定さ

れており、国内移行後に各国の国内法令の規定に従う「国内段階（National Phase）」とその性格

を異にしています。 
 
11 WWIIPPOO国国際際事事務務局局  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuurreeaauu  ooff  WWIIPPOO  ::  IIBB））  

WIPO国際事務局は、知的所有権の保護の促進、諸同盟国の管理に関する協力の確保を目的と

する国連の専門機関の一つである「世界知的所有権機関（World Intellectual Property 

Organization : WIPO）」に設置された PCT国際出願制度を統括する事務局で、スイス（ジュネー

ブ）に置かれています。WIPO国際事務局は、PCT同盟の管理業務、同盟の諸機関の事務局とし

ての職務、公報その他の刊行物の発行を行います（条約第 55条）。 
 
12 国国際際調調査査機機関関  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchhiinngg  AAuutthhoorriittyy  ::  IISSAA））  

国際調査を行う機関であり、人員及び資料に関する最小限の要件を備えた国内官庁及び政府間

機関の中から、PCT同盟総会の承認を得て、当該国内官庁又は政府間機関と WIPO国際事務

局との取決めの締結を条件として選定されます（条約第 16条）。なお、当該国内官庁又は政府

間機関は、国際予備審査機関として選定されなければなりません（規則 36.1）。 
 
13 補補充充国国際際調調査査  （（SSuupppplleemmeennttaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchh  ::  SSIISS））  

2009年 1月より開始された制度で、出願時に選択する国際調査機関による国際調査に加えて、

出願人の希望により別の国際調査機関による国際調査を提供するものです。複数の国際調査報

告を得ることによって、国際段階で先行技術を極力把握し、国内段階で新たな先行技術文献が

発見される可能性を減少させることを目的としています（規則 45の 2）。 
 
14 特特許許性性にに関関すするる国国際際予予備備報報告告（（第第ⅡⅡ章章））  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrreelliimmiinnaarryy  RReeppoorrtt  oonn  PPaatteennttaabbiilliittyy  

((PPCCTT  CChhaapptteerr  IIII))  ::  IIPPRRPP((IIII))））（（＝＝国国際際予予備備審審査査報報告告））  

国際予備審査機関によって作成される発明の特許性に関する報告書です。特許性に関する報

告とは、PCT国際出願の請求の範囲が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の基準に適合し

ているかどうかに関して、各請求の範囲毎に「有」「無」を表記するものです。さらに、結論を裏付け

る文献を列記し、場合により必要な説明や他の意見を付します（条約第 35条）。 

国際予備審査を希望する場合には、国際調査報告及び国際調査機関の見解書が出願人に送

付された日から 3 ヶ月か、優先日から 22 ヶ月の期限のうち、どちらか遅く満了する日までに請求

書を国際予備審査機関に直接提出します（規則 54の 2.1）。 
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■■■■用用語語解解説説■■■■  
 

1 特特許許協協力力条条約約  （（PPaatteenntt  CCooooppeerraattiioonn  TTrreeaattyy  ::  PPCCTT））  

特許にかかる発明を多くの国々に出願する際の出願人の労力、費用的な負担を軽減し、かつ各

国特許庁が行う手続負担と重複業務の軽減を目的として、1970年6月にワシントンで採択された

条約です。1978年に条約が発効し、日本も同年 10月からの加盟国です。 

PCTは、「発明の保護のための出願並びにその出願にかかる（先行技術）調査及び（予備的な）審

査における協力」などを目的としており（条約第 1条）、PCT国際出願をした発明が各国において

特許を受けられるかどうかについては、各国の実体審査に委ねられています。 
 
2 優優先先日日  ((PPrriioorriittyy  DDaattee))  

PCT国際出願に関する多くの期間を計算する起算日となる優先日は、①PCT国際出願が優先権

の主張を伴う場合、その優先権主張の基礎となる出願の日をいい、②基礎となる出願（国内出願、

PCT国際出願など）が 2件以上ある場合には、そのうちの最先の出願の出願日となります。また、

優先権の主張を伴わない PCT国際出願の優先日は、③PCT国際出願の国際出願日です（条約

第 2条）。 
 
3 国国際際調調査査  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchh））  

PCT国際出願の請求の範囲について関連のある先行技術を発見することを目的として、国際調

査機関（用語解説 12参照）が行います（条約第 15条）。 
 
4 国国際際調調査査報報告告  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchh  RReeppoorrtt  ::  IISSRR））  

国際調査機関は、国際調査機関による調査用写しの受領から 3 ヶ月、又は優先日から 9 ヶ月の

うちいずれか遅く満了する期間までに、国際調査報告を作成します。国際調査報告には、国際調

査を行った分類、関連する技術に関する文献、発明の単一性に関する注釈などが記載されます

（条約第 18条）。 
 
5 国国際際調調査査機機関関のの見見解解書書  （（WWrriitttteenn  OOppiinniioonn  ooff  tthhee  IISSAA  ::  WWOOSSAA））  

国際調査機関は、国際調査報告を作成すると同時に、国際調査機関の見解書を作成します。国

際調査機関の見解書には、出願された発明が特許性（新規性、進歩性、産業上の利用可能性）

を満たしているか、条約に定める要件を満たしているかなど、PCT第34条（2）に掲げる要件に対し

ての肯定、否定の見解が記載されます。国際調査機関の見解書に対して、出願人は国際予備審

査を請求することで、反論、抗弁の機会が与えられます（規則 43の 2.1）。 
 
6 国国際際予予備備審審査査  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinnaattiioonn））  

PCT国際出願は、出願人の請求により国際予備審査の対象となります。国際予備審査は、請求

の範囲に記載されている発明が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するものと認めら

れるかどうかについて、予備的な、かつ拘束力のない見解を示すことを目的として国際予備審査

機関（用語解説 15参照）が行います（条約第 31条、条約第 33条）。 
 
7 翻翻訳訳文文  （（TTrraannssllaattiioonn  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  AApppplliiccaattiioonn））  

出願人は、PCT国際出願の明細書、請求の範囲、図面の文言、要約を、指定官庁が定める所定

の言語に翻訳した翻訳文を提出します（条約第 22条、条約第 39条）。ただし、所定の期間内に

手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日か

ら 2ヶ月以内で期間の経過後1年以内であれば所定の期間徒過後の手続が許容されます。また、

19条補正、34条補正が国際段階で行われた場合には、それらの翻訳文も国内移行期限内に提

 

 

 
出しなければなりません。その提出がない場合、19条補正、34条補正は国際段階で行われな

かったものとみなされます。 
 
8 指指定定国国  ((DDeessiiggnnaatteedd  SSttaattee))／／指指定定官官庁庁  （（DDeessiiggnnaatteedd  OOffffiiccee  ::  DDOO））  

PCT国際出願願書において、出願人が発明の保護を求めるために指定した加盟国です。また、そ

の加盟国の官庁は、指定官庁と呼ばれます（条約第 4条）。 
 
9 受受理理官官庁庁  （（RReecceeiivviinngg  OOffffiiccee  ::  RROO））  

PCT国際出願の出願を受け付ける官庁であり、通常は出願人がその居住者、又は国民である締

約国の国内官庁（特許庁）が受理官庁となります。受理官庁は、PCT国際出願を点検し、条約に

従って処理をします（条約第 10条）。 
 
10 国国際際段段階階  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPhhaassee））  

PCT国際出願が出願され、国際出願日が付与されてから、その PCT国際出願が指定国の国内

段階に移行するまでの期間をいいます。国際段階の手続は、条約や規則において手続が規定さ

れており、国内移行後に各国の国内法令の規定に従う「国内段階（National Phase）」とその性格

を異にしています。 
 
11 WWIIPPOO国国際際事事務務局局  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuurreeaauu  ooff  WWIIPPOO  ::  IIBB））  

WIPO国際事務局は、知的所有権の保護の促進、諸同盟国の管理に関する協力の確保を目的と

する国連の専門機関の一つである「世界知的所有権機関（World Intellectual Property 

Organization : WIPO）」に設置された PCT国際出願制度を統括する事務局で、スイス（ジュネー

ブ）に置かれています。WIPO国際事務局は、PCT同盟の管理業務、同盟の諸機関の事務局とし

ての職務、公報その他の刊行物の発行を行います（条約第 55条）。 
 
12 国国際際調調査査機機関関  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchhiinngg  AAuutthhoorriittyy  ::  IISSAA））  

国際調査を行う機関であり、人員及び資料に関する最小限の要件を備えた国内官庁及び政府間

機関の中から、PCT同盟総会の承認を得て、当該国内官庁又は政府間機関と WIPO国際事務

局との取決めの締結を条件として選定されます（条約第 16条）。なお、当該国内官庁又は政府

間機関は、国際予備審査機関として選定されなければなりません（規則 36.1）。 
 
13 補補充充国国際際調調査査  （（SSuupppplleemmeennttaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeaarrcchh  ::  SSIISS））  

2009年 1月より開始された制度で、出願時に選択する国際調査機関による国際調査に加えて、

出願人の希望により別の国際調査機関による国際調査を提供するものです。複数の国際調査報

告を得ることによって、国際段階で先行技術を極力把握し、国内段階で新たな先行技術文献が

発見される可能性を減少させることを目的としています（規則 45の 2）。 
 
14 特特許許性性にに関関すするる国国際際予予備備報報告告（（第第ⅡⅡ章章））  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrreelliimmiinnaarryy  RReeppoorrtt  oonn  PPaatteennttaabbiilliittyy  

((PPCCTT  CChhaapptteerr  IIII))  ::  IIPPRRPP((IIII))））（（＝＝国国際際予予備備審審査査報報告告））  

国際予備審査機関によって作成される発明の特許性に関する報告書です。特許性に関する報

告とは、PCT国際出願の請求の範囲が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の基準に適合し

ているかどうかに関して、各請求の範囲毎に「有」「無」を表記するものです。さらに、結論を裏付け

る文献を列記し、場合により必要な説明や他の意見を付します（条約第 35条）。 

国際予備審査を希望する場合には、国際調査報告及び国際調査機関の見解書が出願人に送

付された日から 3 ヶ月か、優先日から 22 ヶ月の期限のうち、どちらか遅く満了する日までに請求

書を国際予備審査機関に直接提出します（規則 54の 2.1）。 
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一方、出願人が国際予備審査を請求しない場合、国際調査機関の見解書が、WIPO国際事務

局によって新たな報告として加工され、英訳が付されます。この報告書は、「特許性に関する国際

予備報告（第Ⅰ章）と呼ばれます。「特許性に関する国際予備報告（第Ⅰ章）」の内容は、国際調

査機関の見解書と同一の内容です。なお、「特許性に関する国際予備報告」に（第Ⅰ章）又は（第

Ⅱ章）と付記されているのは、PCTの第Ⅰ章に規定された手続（国際予備審査を請求しない手

続）の中で生成された報告書又は、条約の第Ⅱ章に規定された手続（国際予備審査を請求する

手続）の中で生成された報告書であるためです。 
 
15 国国際際予予備備審審査査機機関関  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinniinngg  AAuutthhoorriittyy  ::  IIPPEEAA））  

国際予備審査を行う機関であり、人員及び資料に関する最小限の要件を備えた国内官庁及び政

府間機関の中から、PCT同盟総会の承認を得て、当該国内官庁又は政府間機関と WIPO国際

事務局との取決めの締結を条件として選定されます（条約第 32条）。なお、当該国内官庁又は

政府間機関は、国際調査機関として選定されていなければなりません（規則 63.1）。 

16 国国際際公公開開  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliiccaattiioonn））  

国際公開は、PCT国際出願の明細書、請求の範囲、図面（該当する場合）、要約、国際調査報告、

19条補正などを掲載した国際的な出願公開です。PCT国際出願の優先日から18ヶ月を経過した

後、速やかに行われます（条約第21条）。 

国際公開の効果は、審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について、当該指定国の

国内法令が定める効果と同一とされています（条約第 29条）。 
 
17 条条約約第第 1199条条にに基基づづくく補補正正  （（AAmmeennddmmeennttss  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1199））  

国際調査報告の送付の日から 2ヶ月、又は優先日から 16ヶ月のうちいずれか遅く満了する期間

までに出願人が 1回に限り行える請求の範囲に対する補正（PCT国際出願時における開示の範

囲内）で、WIPO国際事務局に補正書を提出して行います（条約第 19条）。 
 
18 条条約約第第 3344条条にに基基づづくく補補正正  （（AAmmeennddmmeennttss  uunnddeerr  AArrttiiccllee  3344））  

国際予備審査の請求をした出願人が、請求の日から国際予備審査報告の作成までの期間内に

行うことができる明細書、請求の範囲及び図面に対する補正（PCT国際出願時における開示の範

囲内で）で、国際予備審査機関に補正書を提出して行います（条約第 34条）。 
 
19 国国内内移移行行期期限限  （（TTiimmee  lliimmiitt  ffoorr  eenntteerriinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  pphhaassee））  

国内移行期限とは、PCT国際出願を、国内で実体審査を受けるための国内手続に係属させる手

続（国内移行手続）を行わなければならない期限です。通常、優先日から 30ヶ月ですが、各国に

よっては31ヶ月、32ヶ月と、若干の猶予を与えて国内移行期限としている指定国（選択国）もあり

ます。なお、ルクセンブルク（LU）とタンザニア（TZ）では、自国の国内法令との整合性が確保され

るまで、国内移行手続である翻訳文の提出期限が優先日から 20 ヶ月（LU）又は 21 ヶ月（TZ）と

なっており、19 ヶ月を経過する前に国際予備審査の請求を行った場合に限り、国内移行期限が

30 ヶ月（LU）又は 31 ヶ月（TZ）になるため注意が必要です（2023年 7月現在）。最新情報は、

WIPO ウェブサイト等でご確認ください。 
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一方、出願人が国際予備審査を請求しない場合、国際調査機関の見解書が、WIPO国際事務

局によって新たな報告として加工され、英訳が付されます。この報告書は、「特許性に関する国際

予備報告（第Ⅰ章）と呼ばれます。「特許性に関する国際予備報告（第Ⅰ章）」の内容は、国際調

査機関の見解書と同一の内容です。なお、「特許性に関する国際予備報告」に（第Ⅰ章）又は（第

Ⅱ章）と付記されているのは、PCTの第Ⅰ章に規定された手続（国際予備審査を請求しない手

続）の中で生成された報告書又は、条約の第Ⅱ章に規定された手続（国際予備審査を請求する

手続）の中で生成された報告書であるためです。 
 
15 国国際際予予備備審審査査機機関関  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinniinngg  AAuutthhoorriittyy  ::  IIPPEEAA））  

国際予備審査を行う機関であり、人員及び資料に関する最小限の要件を備えた国内官庁及び政

府間機関の中から、PCT同盟総会の承認を得て、当該国内官庁又は政府間機関と WIPO国際

事務局との取決めの締結を条件として選定されます（条約第 32条）。なお、当該国内官庁又は

政府間機関は、国際調査機関として選定されていなければなりません（規則 63.1）。 

16 国国際際公公開開  （（IInntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliiccaattiioonn））  

国際公開は、PCT国際出願の明細書、請求の範囲、図面（該当する場合）、要約、国際調査報告、

19条補正などを掲載した国際的な出願公開です。PCT国際出願の優先日から18ヶ月を経過した

後、速やかに行われます（条約第21条）。 

国際公開の効果は、審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について、当該指定国の

国内法令が定める効果と同一とされています（条約第 29条）。 
 
17 条条約約第第 1199条条にに基基づづくく補補正正  （（AAmmeennddmmeennttss  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1199））  

国際調査報告の送付の日から 2ヶ月、又は優先日から 16ヶ月のうちいずれか遅く満了する期間

までに出願人が 1回に限り行える請求の範囲に対する補正（PCT国際出願時における開示の範

囲内）で、WIPO国際事務局に補正書を提出して行います（条約第 19条）。 
 
18 条条約約第第 3344条条にに基基づづくく補補正正  （（AAmmeennddmmeennttss  uunnddeerr  AArrttiiccllee  3344））  

国際予備審査の請求をした出願人が、請求の日から国際予備審査報告の作成までの期間内に

行うことができる明細書、請求の範囲及び図面に対する補正（PCT国際出願時における開示の範

囲内で）で、国際予備審査機関に補正書を提出して行います（条約第 34条）。 
 
19 国国内内移移行行期期限限  （（TTiimmee  lliimmiitt  ffoorr  eenntteerriinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  pphhaassee））  

国内移行期限とは、PCT国際出願を、国内で実体審査を受けるための国内手続に係属させる手

続（国内移行手続）を行わなければならない期限です。通常、優先日から 30ヶ月ですが、各国に

よっては31ヶ月、32ヶ月と、若干の猶予を与えて国内移行期限としている指定国（選択国）もあり

ます。なお、ルクセンブルク（LU）とタンザニア（TZ）では、自国の国内法令との整合性が確保され

るまで、国内移行手続である翻訳文の提出期限が優先日から 20 ヶ月（LU）又は 21 ヶ月（TZ）と

なっており、19 ヶ月を経過する前に国際予備審査の請求を行った場合に限り、国内移行期限が

30 ヶ月（LU）又は 31 ヶ月（TZ）になるため注意が必要です（2023年 7月現在）。最新情報は、

WIPO ウェブサイト等でご確認ください。 
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本テキストは、PCT国際出願制度の基礎をご理解いただくことを目的としたものです。 

PCT国際出願の案件によって、それぞれの事情やそのときの処理のタイミングが異 

なりますので、気になることがある場合は、国際出願番号などで案件を特定の上、 

特許庁やWIPO国際事務局の各担当までご照会ください。 
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国際出願制度の概要
～海外で賢く特許権を取得する の仕組み～

令和 年度
＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞

代表：

国際出願の制度について （国際出願室）内線

国際出願の申請手続について（受理官庁）内線

日本への国内移行手続について （指定官庁） 内線

Ｐ
Ｃ
Ｔ
国
際
出
願
制
度
の
概
要　

～
海
外
で
賢
く
特
許
権
を
取
得
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｔ
の
仕
組
み
～

令
和
６
年
度

特  

許  

庁

24-08-378_表1-4.indd   全ページ24-08-378_表1-4.indd   全ページ 2024/10/02   15:36:142024/10/02   15:36:14


	PCT 国際出願制度の概要～海外で賢く特許権を取得するPCTの仕組み～
	PCT国際出願における主要な手続（フロー）
	PCT国際出願における主要な手続の期間（一覧）
	3分でみる特許協力条約（PCT）に基づく国際出願制度の基礎
	第１章 外国における特許権の取得 ～直接出願とPCT国際出願～
	第２章 PCT国際出願制度を利用するメリット
	第３章 PCT国際出願に必要な費用
	第４章 PCT国際出願の主な手続・流れ
	第５章 PCT国際出願に関する情報の入手
	PCT国際出願制度に関する各種問い合わせ先
	用語解説




